
最 新 情 報

農林中金総合研究所は，農林漁業・環境

問題などの中長期的な研究，農林漁業の

協同組合の実践的研究，そして国内有数

の機関投資家である農林中央金庫や系

統組織および取引先への経済金融情報

の提供など，幅広い調査研究活動を通じ

情報センターとしてグループの事業を

サポートしています。

漂流するニッポン

子どものころ読んだ最初の本らしい本が，ジュール・ヴェルヌの『十五少年漂流記』で

あった。未知の世界での少年たちの冒険に心が躍ったものであった。実際の漂流はもっと

恐ろしいものであろうが，それはまた，古くから各地の交流と密接にかかわるものでもあ

った。島国である日本には，漂流にまつわる話が多い。

630年に派遣が始まった遣唐使は，難破・漂流の危険と隣り合わせであった。とくに，

663年の白村江の戦で唐・新羅軍が勝利した後は半島沿岸を通れず，沖縄経由のルートや五

島列島から東シナ海を横断するルートになったが，これらは極めて危険な航路であった。

第14代遣唐使佐伯今毛人（さえきのいまえみし）は，五島の福江島で１か月以上順風を待っ

てから帰京し，その後は病と称して出発しなかったという。

しかしこれはむしろ例外であった。遣唐使節には貴族の子弟が，同行する僧・留学生に

は傑出した人材が選ばれ，最澄，空海，吉備真備，阿倍仲麻呂など歴史上の大人物が危険

を顧みずに唐へ向かった。また，帰朝には多くの渡来人を伴った。難破・失明・妨害にめ

げず６度目の挑戦で渡来を果たした鑑真は大変な信望を集めたが，唐招提寺の鑑真和上像

の柔和な姿からは，その人物の偉大さが伝わってくる。

ところで，最近のわが国を形容する言葉として「漂流」がよく使われる。船橋洋一氏の

『同盟漂流』の影響であろうか。極端ではあるが当たっているようにも思える。

なぜ，漂流なのか。真のリーダーが育たない社会，昔ながらの政治と行政等，さまざま

な言い方が行われている。要するに，戦後日本が立脚してきた冷戦体制をはじめとする基

礎的条件が変わるなかで，それに対応する戦略を持っておらず，自らの力でそれに対応す

る能力に欠けている，ということであろうか。

漂流の恐怖を大局的な世界観で克服し，唐の先進的な文物に学ぶとともに，わが国を一

人前の国家として唐に認知させようとした遣唐使の時代の思考を，よみがえらせることは

できるのだろうか。

本号では，計画外流通米，食品表示制度等をとりあげた。

（（株）農林中金総合研究所基礎研究部長　石田信隆・いしだのぶたか）
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99年４月以降の『農林金融』『金融市場』

『調査と情報』などの調査研究論文や，

『農林漁業金融統計』から最新の統計データ

がこのホームページからご覧になれます。
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計画外米の流通からみえるもの
――米流通の今後を考えるにあたって――

〔要　　　旨〕

１　2002年12月に発表された「米政策改革大綱」が示すように，わが国の米流通は，現行規制
が大幅に緩和され，計画流通制度が廃止されて原則自由となる新たな時代を迎える。

２　生産構造と需給バランスに基づき，少なからず実需の一面をこれまで体現していた計画
外流通米は，新たな米流通を考えるうえで羅針盤となり得る存在である。本稿では，生産
者と販売業者の両面からこの計画外流通米に焦点を当てて，今後の米流通のポイントを検
討した。

３　生産者の大規模層ほど計画外販売に積極的に取り組んでいる。そして，最近の米価の長
期低落基調から，大規模層では設備投資に伴う借入金の償還負担が大きくなってきている。
大規模な生産者を計画外販売に向かわせる理由の一つがここにある。

４　生産調整の回避と計画外販売によって，これらの問題に対応しようとする大規模な生産
者の姿が浮かび上がるが，このことは，少数の大規模層が売渡数量の大きな割合を占める
現在の稲作構造に照らしてみて極めて重要な問題である。

５　一方，米の販売業界は，流通規制の大幅緩和と1993年の大不作の影響から，米の販売チ
ャネルが量販店中心にシフトしたと言われる。そんななかで，米卸や専門の米小売を中心
に販売業者の側でも，計画外流通米の仕入に積極的に取り組む理由がある。

６　量販店側のいわゆるバイイング・パワーが一層強まり，販売業者は熾烈な販売（納入）
価格競争を強いられている。その結果が，販売業界では，全国規模の大手米卸，地域の中
小米卸，そして零細米卸，大手専門小売という階層分布がほぼ完成してきている。こうし
たなか，一部の米卸と専門の米小売を中心に，できるだけ安価な原料玄米を求める傾向が
強まり，産地に計画外米を求める，という動きが認められる。

７　生産者や販売業者を計画外市場に向かわせる遠因には，国内経済での競争激化等による
相対価格の下落や，米の過剰在庫の市場圧力，さらに業務用市場等での低価格圧力などに
よる米価の長期低落基調がある。

８　このように計画外流通米からみても，過剰在庫の持ち方と生産調整への誘引の方法が新
たな米流通の最も重要なポイントであり，今後の米流通改革の焦点となる。

坂　内　　久
＜（財）農村金融研究会主任研究員＞



現行食糧制度によって流通する米は，計

画流通米と計画外流通米（以下，主として

「計画外米」と表現）に大別されるが，流通

の大宗を占めるよう政策的に支持された計

画流通米は，その位置を計画外流通米に大

きく押し込まれてきたといって過言でな

い。このことは，とりもなおさず計画外で

流通する米が，今日の米需要（価格と品質

の両面）に少なからず合致していたことの

証である，と考えられる。その結果，２００２

年１２月に発表された「米政策改革大綱」が

示すように，計画流通と計画外流通の区別

をなくした制度へと変革を余儀なくされる

にいたった。

わが国の米流通は，早ければ年内にも，

現行の規制が大幅に緩和され，計画流通制

度が廃止されて原則自由とする新たな時代

を迎える。第二次世界大戦前にも自由に米

が流通した時代はあったが，既に遠い過去

である。改革後の新時代の米流通を考える

場合，生産構造と需給バランスに基づく価

格，そして品質は不可欠の基本条件となろ

う。その際，少なからず実需の一面を体現

したと考えられる計画外流通米は，新たな

流通を考えるうえで羅針盤となり得る存在

と思われる。

そこで，現行の流通構造が前提となるが，

本稿では，この計画外流通米に焦点を当て，

これを生産者と販売業者の両面から整理

し，今後の米流通を考えてみることにする。

検討内容にも関連するので，まず大綱で

示された今度の制度改革と計画外米の流通

状況について，簡単に見ておこう。
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（１） 米政策改革大綱の骨格

２００２年１月に食糧庁長官の私的諮問機

関として設置された「生産調整に関する研

究会」での検討結果も踏まえ，同年１２月に

「米政策改革大綱」がまとめられた。大綱

では移行期限を２０１０年度までと明記したう

えで，新たな需給調整システムの確立，流

通制度改革，関連施策の実施など米政策改

革のあるべき姿を明示している。このうち

流通制度改革について簡単に見てみると，

ポイントは次の三つである。

一つ目は，「計画流通制度」を廃止し，

これに代わる信用補完を目的とした民間法

人（公益法人）の設立と，価格形成の既存

法人の改組によって，新たな流通体制を構

築することである。具体的には，安定供給

支援法人を創設することと，現在の自主流

通米価格形成センターを改組することがそ

の中核となる。前者は，売り手が代金の回

収をできなくなる事態を回避するため民間

事業者の買受代金支払いの債務保証をする

もので，現在の全国食糧信用保証協会がベ

ースとなる。また，後者の改組は，需要に

即し実態を反映した価格形成を期待しての

ことであるが，目玉は同様の複数市場の容

認である。

二つ目は，ＪＡＳ法に基づく消費者保護

の観点に立った適正表示の確保措置と，ト

レーサビリティシステムの導入である。

三つ目は，食糧法の規制を緩和し，流通

業者の「登録制」から簡便な「届出制」への

移行である。これによって届出をした者は半

ば自動的に流通業者となる。ただし，届けた

者には一定の記帳義務がかけられ，食糧法の

立入検査権，調査権をもって米の流通状況を

把握し，とりわけ適正表示を担保する。

以上が流通改革の骨格であるが，簡単に

言えば，現行の計画流通制度を廃止して流

通ルートを原則として自由にし，流通規制

を必要最小限にすること，である。

なお，改革のスケジュールは，①生産構

造改革，②需給調整システム改革，③集

荷・流通改革ごとに，それぞれ①２０１０年度

までに，②可能であれば２００７年度（２００７年

産米）に，③可能なものから早急に，と期

限を明示して進められる。
（注１）

このうち，流通

改革については，その性格からして，方針

が示された時点から当面の当事者により能

動的に実行に移されて行くと思われる。

（注１）米政策改革の骨子とスケジュール
①生産構造改革
2003年度から準備を開始，2004年度には各地

域が実情に応じた「地域水田農業のビジョン
（地域自らの発想・戦略と地域の合意に基づき，
作物生産，担い手，水田利用の将来方向を明確
にした計画）」を策定し，2010年度までにビジョ
ンに描いた姿の実現を図る。
②需給調整システム改革
2008年度（2008年産米）までに農業者・農業

者団体が主役の自主的・主体的取組みのシステ
ムに移行する。ただし，2006年度にシステム移
行が可能かどうか検証し，可能であれば2007年
度（2007年産米）に新しいシステムに移行する。
③集荷・流通改革
集荷・流通分野の改革は，消費と生産の距離

を短縮し，市場の変化に迅速に対応できるよう
にする。可能なものから早急に実施する。

（２） 計画外流通米の増加

現行制度の下で，米の流通は計画流通と

計画外流通に大別されるが，流通数量の現

状を簡単に見ておこう。第１図は２０００年産
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米の推計値であるが，計画米と計画外米

（一般米相当）の比率は，これらを合算した

８００万トンを１００とすれば６０.２％：３９.７％と

計画外米が４割に迫る。さらに，この関係

を時系列でみると，近年では計画米が下降

線をたどり，反対に計画外米が伸びてきて

いることがわかる（第２図）。

この計画外流通米を生産段階で見てみよ

う。第１図からも了解されるように，計画

流通米として出荷された残りが生産者の自

家消費と計画外米である。ただし，個別に

みれば生産者の出荷は，この図のように分

別して出荷されるわけではないし，また後

半でふれるが，一般米相当（くず米を除い

た検査・未検査米）だけでなく，くず米等

も計画外米の一般米相当部分に流れ込むこ

とに留意する必要がある。

そこで，生産者の計画外米の販売先と，

販売形態を整理してみると次のようになる。

（１） 計画外米の販売先

生産者の計画外米の販売先は，卸売業者，

小売業者，農協等，消費者，その他業者の五

つに分類できる（第３図）。そのうち数量が

最も多いのは消費者への直売であり，これが

５割前後を占め，２割強がその他業者に，２

割弱が農協等に，１割が小売業者に，２％程

度が卸売業者に，それぞれ販売される。

ここでも，生産者は必ずしもこのように

分けて販売しているわけではなく，全て計

画外で出荷する場合もあるので，これらの

割合は全体を平均した結果であることに留

意する必要がある。なお，その他業者とは，

食糧制度で登録された以外の業者というこ

とになるが，後述するようにその主力は産

地の仲買人や籾摺り・精米業者等である。

つぎに，これとは別に，主産地での聞き

取りをもとに，生産者の販売の形態に着目

し分類してみると次のようになる。
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（２） 生産者の計画外販売に３タイプ

生産者の計画外米の販売，すなわち直売

は，整理すると三つに大別できる。もちろん，

販売先別の分類も一定の限界があるように，

これも定量的裏づけの点で限界があること

を，はじめに断っておかなければならない。

①自己完結的直売タイプ

このタイプは，生産した米の多くを農協

に出荷し，一部を直売するタイプと，農協

には出荷せずに生産した米のほとんどを自

ら直売するタイプに分けられる。しかし，

いずれも直売部分は自己責任において販売

から代金回収までを，いわば自己完結的に

行う生産者の直売である。

②グループ直売タイプ

このタイプは，一般にほぼ同一の地域で

米生産を行う仲間同士が一つのグループを組

んで，各人が生産した米の一部または全部を

グループの中心的な生産者に集中し，その代

表を通じて直売し，そして代表を中心に回収

した代金の精算を行うタイプである。

③専業化

した生産者

への直売タ

イプ

これはグ

ループ直売

の発展形態

ともいえる

が，中心的

な人物が集

荷・販売業

に半ば専業

化し，販売先の選定や生産者に対する販売

代金等の支払いを，その人物（ないしは法

人）が自己責任において行うタイプである。

したがって，生産者はここに売り渡した時

点で直売がほぼ完結することになる。

この中心的な人物（法人）と既存の商人

系集荷業者との違いは，その機能に差異が

それほどないものの，前者は生産者にとっ

てより身近で親近感のもてる販売先という

ことができる。

いずれのタイプも，販売先は消費者であ

ったり，産地の仲介業者や既存の集荷業者，

など専業的な業者であったりする。この生

産者のタイプ別と販売先の相関を類型化す

ることは困難であるが，③のタイプの販売

先には，少なからず米卸や小売，外食事業

者などの大口が含まれると思われる。また，

生産者からよく聞くのは，心掛けて販売先

を分散することによって代金回収リスクの

軽減を図っていることである。
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（３） 生産者直売のタイプ別傾向

ところで，これら三つのタイプの生産者

直売には次のような傾向が認められる。

①のタイプと②のタイプは，米の検査や

保管などで農協を限定的に利用し，販売だけ

を自前で行う傾向がみられる。そのうち②の

タイプは，量が多くなるにしたがって，その

後の展開が「農協」への出荷と，③のタイプ

の直売へと分かれる傾向が認められる。

そして，前者の場合，そこでは販売代金

の回収リスクと，これまでの稲作経営安定

対策の出荷契約金の支払いにあたり，過重

な負担となることが指摘されている。これ

らのリスクと自己金融は，規模が大きくな

れば責任や負担が個人の領域を越えてしま

うからである。しかし，その一方で既存販

路の維持願望も強いため，このケースでは

販売先を維持しつつ農協経由（帳合手数料の

み）で直売を続けるという対応もみられる。

他方，後者の場合は，その過程でこれら

の業務が農協の販売事業と競合することも

あって，その専業化した生産者は，農協か

ら離反してしまう。ただし，そこを利用す

る生産者の方は，農協組合員として農協の

他の事業利用は維持するというのが一般的

な姿である。したがって，このケースは産

地に新たな集荷・販売業者を誕生させるこ

とでもある。

（４） 生産者を計画外に向かわせるもの

つぎに，生産者は何故，計画外販売に向

かうのかをみてみよう。

食糧庁の「生産段階における計画外流通

米の販売に関する意向（２００１年産）」調査で

は，計画外米を販売する理由は，「①親類・

友人の注文があるから」とする生産者が約

８割で，他の理由に比べ飛びぬけて多い。

ただし，この選択肢の表現からすると，受動

的に注文があるような解釈も成り立つので回

答に際し選択しやすいことに留意する必要が

あるにしても，圧倒的に多いことに変わりが

ないし，前出の販売先別割合ともおおむね一

致する。もちろん，生産者側が積極的に親類

や友人を介して直売販路を開拓した結果であ

ろうことは容易に想像できる。

それ以外では，「②現金がすぐ入る」

（１２.５％），「③消費者との結びつきがある」

（１１.０％），「④庭先まで集荷にきてくれる」

（７.７％），「⑤手取りが多い」（７.４％）などで

ある。「③」は「①」とほぼ同類であるが，

「②」と「④」は既存の集荷業者や産地の

仲買人への販売が想定される。

ここで注視すべきは，「⑤手取りが多い」

という理由であろう。これには，〈計画流

通で販売するよりも手取りが多い〉と〈計

画外で販売するから手取りが多い〉という

両方の意味が含まれる。色々な理由があげ

られると思われるが，次のようなケースが

想定される。前者は，有機米や低農薬米な

ど，付加価値販売のケースによる質的な面

で達成され得る。後者は，生産調整への参

加を忌避した，全面的作付のようなケース

による量的な面で達成され得る。

（５） 生産者の規模別にみた計画外米販売

そこで，つぎに生産者の規模別から計画
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外米の販売を見てみよう（前項同，食糧庁

調査）。

計画外販売に積極的に取り組んでいると

思われる生産者の層はどこかを見てみる

と，計画外への販売意向は全体で３割強で

あるが，５.０ｈａ以上層ではこれが６０％強と

なる。そして大規模層になるにしたがって

計画外への販売意向が強く出ている。

これを前記の計画外米の販売理由と関連

づけて考えてみると，①直売の販路を確立

した大規模稲作経営，②付加価値販売で手

取りを多くする大規模稲作経営，③生産調

整をしないで手取りを多くする大規模稲作

経営，という三つの姿が想定され，いずれ

も現実に存在するであろうと思われる。し

かし，この「大規模」を「小規模」に置き

換えて読み直してみるとどうか。大規模と

小規模で最も現実性のある違いは，スケー

ルメリットが働くかどうかである。そうで

あるとすると，①～③の中で最もスケール

メリットが働くと思われるのは，③の「生

産調整をしないで手取りを多くする」こと

ではないだろうか。

①～③のいずれもが現存する姿であろう

が，より現実的という点に着目して③を検

討の対象とするなら，そこでは何故，生産

調整が忌避されるのか，またどうしてより

多くの手取りを求めなければならないの

か，が問題となる。

さらに，農家数で３％弱の作付面積３ｈａ

以上の経営体が売渡数量の約３割を占め，も

う少し小さくとって農家数累計で１割弱の同

●１.５ｈａ以上の経営体が同５割強を占める今日

の稲作構造を振り返るとき，新たな米流通に

もこの問題は大きく影響すると思われる。

そこで，大規模経営と計画外流通との関

連を，大規模化に伴って生まれた問題と計

画外米販売がどのように関連しているのか

に焦点を絞って考えてみることにする。

（１） 大規模化と設備投資のための借入

最近の法人化の動きには著しいものがあ

る。また法人にはいくつかのパターンがあ

り，１９７０年代に顕著であった一戸一法人も

その一つであるが，複数の専業農家から成

る法人は近年の傾向であり，しかも最近の

法人の多くは経営が大規模化している。

東北や北陸のような稲作地帯においては，

大規模経営の法人が顕著に認められる。前

出のタイプ②や③のように，そこでは米を

生産し，また一部を集荷してこれを直売す

るという方法をとるところも比較的多くみ

られる。こうした動きの背後には，米単作

地帯の二種兼業農家のリタイアが加速し，

これに伴って生産受託が増えているといっ

た事情がある。また，これらの地域では担

い手への集中と並行して急速な規模拡大が

起きている。そして，これに伴う農業関連

投資の結果，借入金残高が相当程度ある。

（２） 米価の長期低落と長期借入金の償

還の問題

一方，最近の米価は長期低落の基調にあ
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る（第４図）。また米の需給は過剰基調に

あるため，生産調整が不可欠でかつその強

化圧力が高まっている。このため，大規模

な設備投資を行った稲作経営にあっては，

長期資金の償還計画に狂いが生じつつあ

り，それが運転資金の利用や資金繰りに影

響を与えている。

とりわけ大規模稲作経営では，設備投資

に伴う借入金の償還負担が大きくなってき

ているという問題が

生じており，これは

共通した経営環境と

いえよう。

統計をもとに，大

規模経営を代表して

稲作収入が第１位の

法人経営体における

負債比率を見てみよ

う（第５図）。棒グラ

フは，スーパーＬ資

金の融資がスタート

したころの１９９５年から最近までの農業収入

と農業所得，および長期借入金残高である。

折線グラフは，農業所得率（農業所得／農

業収入）と，便宜的な負債比率（長期借入

金残高／農業収入）である。

このグラフからも明らかなように，農業

所得が年々減少する中で長期借入金の残高

がそれほど減っていない。所得率は右肩下

がり，負債比率はやや右肩上がりの傾向に

ある。このことから，長期借入金の償還負

担が経営に重くのしかかっていると考えら

れる。

（３） 借入償還への対応策としての計画

外米

こうした借入金返済の重圧に対し，生産

地での聞き取りでは，大規模稲作経営がと

る対抗策の代表的な手法として，つぎの二

つがあげられている。

一つは，更なる規模拡大によって生産量

を増やし，売上高を従前の規模以上に維持
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し，借入金の償還に対応する方法である。

もう一つは，稲作経営安定対策による下

落時の価格補填の道は閉ざされるリスクを伴

っても，積極的に生産調整政策から離脱し，

全面作付と計画外販売によって一定規模以上

の売上を確保し，返済に対応する方法である。

しかし，前者の更なる規模拡大は，それ

に必要な自己資金や新規借入のための担保が

確保されなければ取組みが難しく，地域によ

って生産調整割合が異なることから，一般に

適用可能な手法とはいいがたい面がある。ま

た超大規模稲作になると生産量が多すぎて農

協を介さない販売は，倉庫の確保や在庫保有，

代金回収の面で難易度が高くなるといった問

題がある。このため最近の経営環境の中で対

応策を模索すると，後者のような生産調整の

回避と計画外販売によることが近道になる。

このような点に，大規模経営が計画外販

売に意欲的に取り組もうとする理由がある

と考えられる。なお，これだけではなく，

紙幅の関係で略さざるを得ないが，年間を

通じた資金繰りの問題も少なからず影響し

ていると考えられる。

つぎに，計画外流通を販売業者の側から

見てみよう。

（１） 販売業者の仕入先・販売先

a 米卸の計画外米の仕入

先にみたように，生産者の計画外米の販

売先は，圧倒的に消費者が多かったが，それ

以外の販売先では，その他業者，農協等，米

小売，そして米卸があがっていた。このうち

前にも触れたが，その他業者の主力は，産地

の仲買人や籾摺り・精米業者等で，農協等は

農協と商人系集荷業者である。生産者の販売

先別で最も割合が低かったのは米卸である。

その値からすると米卸は計画外米を利用しな

いかのようであるが，実はそうではない。

全国の米卸は，年間およそ６２０万トン前

後の玄米（以下，原料玄米）を仕入れて，こ

れを精米に加工して量販店や生協，米小売な

どに販売するほか，一部は仕入れた玄米の状

態のまま精米施設を持つ米小売等に販売す

る。その米卸の原料玄米の仕入先は，全農等

の自主流通法人や政府（食糧庁），その他と

大きく三つに分けられる。そしてそれらの原

料玄米は，慣習的にその仕入ルート名を冠し

て，それぞれ自主米（自主流通米），政府米，

計画外米（計画外流通米）と呼ばれる。

２０００年度でみた米卸のそれらの仕入割

合は，おおよそ自主米が８１％，政府米が

４％，計画外米が１５％である（第６図）。

このうち計画外米の数量は精米にして８５万

トン（玄米換算約９５万トン）であるが，近

年，これが増えている。

そこで，米卸の計画外米の仕入先をみる

と，「その他業者」（６０.６％），同業の「米卸

（卸間売買）」（１８.２％），「出荷業者（農協や経

済連，商人系集荷業者やその県組合）」（１２.７％），

「生産者」（５.１％）などである。数量では全

体の６割をその他業者から，約２割を卸間

売買から，１割強を出荷業者から仕入れて

いる。米卸が主にどこから計画外米を仕入
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れているかは，個別的にみれば多様であろ

うと思われるが，主体はここで最大のその

他業者からの仕入である。

生産者の販売先別割合でみたように，く

ず米等から流れ込むものを除外して，生産

者から一般米として有償で出てくる計画外

米は，２０００年産では少なくとも約２３０万ト

ンであったから，卸の計画外米仕入（約９５

万玄米トン）は，最大でこの約４割に相当

し，それがいずれかのルートを介して米卸

に入っている計算になる。
（注２）

b 米卸の計画外米の販売

つぎに，米卸が年間に販売する米は，数

量にして５５０万トン前後（精米換算）であるが，

このうち計画外米で販売する割合は１２.６％

（６８万トン＝玄米換算７６万トン）で全体の１割

強である。その販売先は，量販店を含む登

録小売と，米卸，給食や業務用の炊飯を主

とする大型米飯業者などで，その割合はそ

れぞれ７９.２％，１０.５％，５.５％で，計画外米

の販売先としては同小売が圧倒的に多い。

しかし，米卸が販売する計画外米の約７

割は原料玄米で販売され（第７図），その

量は玄米換算で約５１万トンである。

計画外米の８割は登録小売に販売されて

いたが，本格的な精米設備を持たない量販

店など一般の登録小売が原料玄米で仕入れ

ることは稀であるから，ほとんどは設備を

持つ専門の米小売に販売されていると考え

られる。そうであるとすると，米卸は自分

のところで約３割（約２５万玄米トン）を精

米にして販売し，残りの約４１万トンの原料

玄米を精米に加工することなく，専門の米

小売に販売しているのである。

それでは，専門の米小売は計画外米をど

の程度仕入れているのだろうか。

c 米小売の計画外米の仕入

まず，いま見たように米卸からの仕入と

なる約４１万トンがあげられる。そして，既に

みたように，生産者の計画外販売の約１０％

（２３万玄米トン）が生産者から小売業者に直

接販売されていた。

ただし，その直売先は必ずしも専門の米

小売とは限らないし，そのなかには生産者

農林金融2003・6
１１-３９１

第6図　米卸の仕入区分別割合（２００２年度）�
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が精米した製品を仕入れて販売する小売も

含まれる。物流経費等を考えると，その多

くは玄米で仕入れる小売業者であろう。し

かも物流に見合った一定ロットが満たせな

い場合は，産地ないしはその近隣の小売業

者への小口販売になると思われる。

ところで，生産者から出る有償の計画外

米が２３０万トン（以下，玄米）で，そのうち

約半分が消費者への直売であったから，残

りの約１２０万トンが何らかの流通ルートに

乗る。そのうち約４１万トンが米卸から米小

売に入る。

一方，米小売の仕入先は必ずしも米卸と

限らないし，関係者からの聞き取りでも，

産地仲買人や集荷業者から直接仕入れると

ころも少なくない。さらに各種原料玄米の

相場が掲載されたファックスサービス等を

基準に，販売業者間の売買を仲介するブロ

ーカー（仲介業者）から仕入れる米小売も

また少なくない。

そのように見ると，まず全体の供給量か

ら米小売のチャネルで販売される数量を導き

出し，それと先ほどの米卸からの仕入量を比

べた方が大枠を把握しやすいと思われる。

ここ４～５年の計画流通米が大まかに約

４７０万トンとすると，これに有償の計画外

米が約●２３０万トンでこれを加えた約７００万ト

ンが全供給量となる。

これに，消費者モニター調査（第８図）

に基づく米購入先のなかの米専門店からの

購入割合である約１３％を掛けてみると，お

よそ９０万トンという数値が導き出される。

なお，米専門店は，ここに示された他の業

態のディスカウントストアやスーパーマー

ケット等にも販売しているので，これが最

大値ではない。

しかし，いずれにしても約９０万トンと仮

定すれば，米卸から約４１万トンの仕入を考

慮すると，専門の米小売は，半数の約５０万

トンを米卸以外の計画外の流通ルートから

仕入れていると推定される。

以上のように，計画外米に対する需要は

販売業者の中でも米卸，とりわけ専門の米

小売に集中しているのである。

それでは何故，米卸や専門の米小売は計

画外で仕入れなければならないのか。

（注２） 最大というのは，ここに引用した数値が

個別米卸の仕入量の積み上げであって，必ずし

もネットの数量とは限らないためである。また，

計画外米を含む玄米ベースの米は，米卸など販

売業者間で，卸間売買等による業者間の転売が

常態化しているため，全卸の数量を正確にネッ

トで把握することが困難である。
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第8図　消費者の米購入先�
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（２） 販売業者を計画外に向かわせるもの

a 価格競争

前述の消費者の米購入先（第８図）を見

ても了解されるが，親兄弟からの無償譲渡

と生産者直売を除くと，販売業者であるス

ーパーマーケット（量販店：全国展開の大

手量販店と地域に展開する量販店）からの購

入割合（２５％強）が，他の小売業態からの

購入に比べて圧倒的に高い。この結果は，

流通規制の大幅な緩和と１９９３年の大不作に

よって，以前に主流を占めた米穀専門店や

生協から，量販店に米の販売チャネルがシ

フトした，と販売業界で言われていること

を裏づけている。

量販店が主流を占めることになったこと

で，米販売業界，とりわけ米卸の量販店に

対する販売（納入）競争が激しくなってい

る。それまで米卸は，主力である多数の米

穀専門店を中心に販売していたが，販売先

の主力が量販店に移ったことにより，参入

規制も手伝って安泰な経営を続けていた米

卸は大転換を余儀なくされた。一般に，１

店舗で大量に米を販売し，しかも多店舗展

開をする量販店は，その一方で仕入窓口と

仕入先を少数に絞り込んで量販店側のいわ

ゆるバイイング・パワーを強める。このた

め米卸は，その少数の納入米卸として熾烈

な価格競争を強いられる。これはとりわけ

全国展開する大手量販店との取引において

顕著である。

こうした競争によって，近年では米卸の

ヒエラルヒーが生じた。大手量販店に販売

する大手の米卸と，地域量販店への販売に

甘んじなければならない中小の米卸，そし

てその戦線にも遅れをとった零細な米卸，

という分布がほぼ完成している。

このヒエラルヒーは，米の仕入価格にも

影響を及ぼす。スケールメリットを生かし

て自主米を大量に仕入れることによって，

単位当たりの価格低減を可能にした大手の

米卸と，そのスケールメリットが生かせな

い米卸との間に，同一商品間の仕入価格に

大きな差が開くという事態が生じている。

b 低価格の原料米確保

こうした事態を専門の米小売側からみる

と，それまで米小売の販売先であった地域

量販店を，価格競争によって排除された中

小米卸によって侵食されることが少なくな

い。そのうえさらに，主として米卸から原

料米を仕入れる米小売は，そうした中小米

卸との価格競争に直面すると，その多くは

仕入原価で劣位に立たされる。したがって，

価格のできるだけ安い原料玄米を求めるこ

とになり，とりわけ専門の米小売が計画外

流通ルートを開拓していくことになる。ま

た，価格競争の場は量販店に限らない。近

年，特に米の使用が伸びている外食の世界

でも同様のことが起きているのである。

専門の米小売が，同じ業態の同業者や中

小米卸と対抗することになる最大の理由

は，その機能が近似していることにある。

それは，玄米を仕入れて精米に加工し，こ

れを販売する機能である。これが小規模の

伝統的な店頭での精米・加工であれば，対

抗の必要性は少ないが，大規模な専門小売
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と中小米卸との段階になると，販売先の要

求に対応した小回りの優劣は別にあるとし

ても，激しい対抗戦（価格競争）が起きる

ことが少なくない。

したがって，一部の米卸と専門の米小売

のところで，できるだけ安価な原料玄米を

求める傾向が強まり，その結果として産地

に計画外米を求める，と理解される。
（注３）

（注３） それまで食糧法に基づいていた精米表示
規制が，2001年４月からＪＡＳ法に基づいて行
われるよう改正された。この変更と，さらに牛
肉のＢＳＥ問題に端を発するニセ表示問題を一
つの転機として，一般消費者用に販売される精
米の表示に関連して，検査米と未検査米の間で
評価差が生じている。この影響が計画外米の流
通にも現れている。これについては紙幅の関係
で省略した。

生産者と販売業者の両面から計画外流通

を見てきたが，生産者を計画外販売へと向

かわせる理由と，販売業者にそれを仕入に

向かわせる理由とは，一方はできるだけ高

く売りたいと，もう一方はできるだけ安く

買いたいと，市場で出会う売手と買手のよ

うに利害が相反しており，全く違っている。

しかし，彼らを計画外市場に向かわせる

基本的な条件は共通している。それは米価

の長期低落基調である。その要因には，競

争の激化等による相対価格の下落や，豊作

等による過剰在庫の市場への圧力，さらに

は業務用を中心にした低価格帯のＳＢＳ輸

入米による代替圧力などがあげられる。

これらの環境条件が大きく変化しない限

り，計画外米（今後はこれと同様の性格の米）

の流通量は増えこそしても，減ることは考

え難い。特に，食糧制度と稲作経営安定対

策の下で生じた，過剰在庫の持ち方の問題

と密接に関係する。この在庫が直接的に，

市場価格を押し下げる方向に作用する。新

たな改革によってか，何らかの方策によっ

てか，いずれであっても市場価格が上昇に

転じる政策に転換しない限り，少なくとも

大規模稲作経営を中心にした計画外流通米

のパイプは，現状と変わらず維持されるこ

とになると考える。

こうした生産現場での条件を大きく変え

るには，市場から過剰在庫を完全に隔離でき

るか否かがポイントになる。自動車にたとえ

れば，アクセルを踏んで競争促進策を進め，

一方で適切にブレーキを踏んで安全確保をは

かるように，これは運転責任者である政府の

まさに政策判断に委ねられている。この変更

が模索されない限り，今後の米流通に大きな

変化は期待できない。こうした点で計画外流

通米は，生産調整政策の今後の改革に大きく

関係していると言えよう。
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〔要　　　旨〕

１　食品の偽装表示の発覚，異物混入，残留農薬汚染などの問題の発生により，消費者の食
の安全・安心に対する関心がかつてなく高まっている。2002年１月に発覚した食肉の原産
地偽装事件に端を発して，次々と食品の虚偽表示が明るみに出たことで，食品の表示制度
に対する消費者の信頼は大きく揺らいでいる。

２　最近実施されたアンケート調査では，食品の表示が信用できないという人は８割以上にの
ぼっている。表示のなかでも，特に原産地表示や期限表示に対する関心が高く，最近の一連
の食品を巡る不祥事が食品表示への信頼を損なわせたといえる結果となっている。

３　現在，農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法）に基づく品質基
準制度に基づき，一般消費者向けに販売されるすべての生鮮食品に原産地表示が，また一
部の加工食品に原料原産地表示が義務付けられているが，原産地表示がＪＡＳ法で義務付
けられたのは96年の青果物５品目からである。

４　食品の日付表示制度は，当初，製造年月日表示が原則とされたが，94年12月に「ＪＡＳ
規格及び品質表示基準の告示改正」および「食品衛生法施行規則の改正」により，期限表
示に改正された。

５　現在，わが国における食品の表示制度は，JAS法，食品衛生法等，複数の法律で規定さ
れている。そのため消費者にはわかりにくいものとなっており，食品の表示制度の見直し
が求められている。

６　02年８月の「食品の表示制度に関する懇談会　中間とりまとめ」を受けて，農林水産省
と厚生労働省は，「食品の表示に関する共同会議」を設置した。最優先の検討課題として
期限表示の用語・定義の統一があげられ，両者は，03年３月に報告書「期限表示の用語・
定義の統一について」をまとめ，加工食品の期限表示を「賞味期限」に統一することとし
た。

７　食品の表示の信頼性を回復するためには，表示制度の見直しによる一層の充実・改善に
加え，トレーサビリティシステムを構築していくことが有効であろう。トレーサビリティ
システムは，食品の表示を最終的に保証するものであるといえ，表示された情報の信頼性
を向上させることが期待できよう。また，国内の産地にとっては，産地ブランドの確立，
再構築のためにもトレーサビリティに取り組むことで，履歴の情報を付加価値を高める目
的で利用することが重要になるであろう。

食品の表示制度の現状と課題
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食品の偽装表示の発覚，異物混入，残留

農薬汚染などの問題の発生により（第１

表），食の安全・安心に対する関心がかつ

てなく高まっており，特に食品の表示に対

する消費者の目が厳しくなっている。

食品は，生産・加工・流通などの複雑な

経路をたどって消費者の元に届くが，消費

者はそれらの現場を確認することはでき

ず，表示による情報を信頼して食品を選択

している。このため食品の表示は，食品の

内容を正しく識別できるものでなくてはな

らない。しかし，２００２年１月にお

ける食肉の原産地偽装事件の発覚

に端を発して，次々と食品の虚偽

表示が明るみに出た。こうした事

件が多発したことで，食品の表示

制度に対する消費者の信頼は大き

く揺らいでいる。

現在，わが国の食品の表示制度

は，農林物資の規格化及び品質表

示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法），

食品衛生法等，複数の法律で規定

されている。そのため消費者には

わかりにくいものとなっており，

食品の表示制度の見直しが求めら

１　はじめに

目　次

１　はじめに

２　食品の虚偽表示事件の発生要因と消費者の

表示に対する意識

（１） 食品の虚偽表示事件の発生要因

（２） 食品表示に対する消費者の意識

３　わが国の食品表示制度の現状

（１） わが国の食品表示に関する法律

（２） ＪＡＳ法と食品衛生法の義務表示事項

４　食品の原産地表示制度の発足と経緯

（１） 青果物の原産地表示制度

（２） 加工食品の原料原産地表示制度

５　食品の日付表示制度の沿革と現状

（１） 製造年月日表示の沿革

（２） 製造年月日表示から期限表示への改正

（３） 現行の期限表示の方法

６　現行の食品の表示制度の問題点と見直し

（１） 現行の食品の表示制度の問題点

（２） 期限表示の用語・定義の統一

７　信頼回復への取組み

第1表　最近の主な食品事故の事例�

資料　新聞記事等から作成　�

岡山県及び大阪府においてO１５７食中毒が発生し,患
者数約１万人�
ダイオキシンに関する報道により,一部産地の野菜の
販売に影響�
低脂肪乳等の黄色ブドウ球菌毒素による食中毒が近
畿地方で発生し,１万５千人弱の患者が発生�
食品の異物混入等が多数報道され,大規模な自主回収
措置等を実施�
食品から安全性未審査の遺伝子組換えトウモロコシ
「スターリンク」が検出�
スナック菓子等に安全性未審査の遺伝子組換えジャガ
イモ等が混入し,大規模回収�
国内で初めての牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の牛が発見�
中国国内での野菜の残留農薬汚染問題が報道され,検
査を強化。中国産冷凍ホウレンソウの1割弱が残留農
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れているところである。

本稿では，食品の表示制度の現状と課題

について，特に消費者の関心が高まってい

る原産地表示と期限表示を中心にとりあ

げ，その制度の発足から現在に至った経緯

を整理するとともに，今後の課題について

検討したい。

このところ相次いだ食品の虚偽表示に関

する事件の発生要因は，どのようなものであ

り，事件が多発した影響で，消費者の食品表

示に対する意識にはどのような変化がみられ

るであろうか。最近実施されたいくつかのア

ンケート調査の結果をもとに考察する。

（１） 食品の虚偽表示事件の発生要因

食品流通にかかわる全国の卸売業者を対

象とした調査によると，食品表示の

うち最もかかわりが深い問題として

は，「産地を偽る」（３０.１％）がトッ

プとしてあげられており，２番目に

「期限など日付を偽る」（２３.９％），続

いて「輸入品を国産と偽る」（１７.７％）

となっており，食品の原産地表示や

期限表示の偽装に関する問題が上位

にあげられている（第１図）。

食品表示に関する問題が発生した

要因については，「消費者の原産

地・ブランド・品種志向」（４９.６％）

が最も多く，消費者の国産・ブラン

ド志向に便乗したという認識が強いことが

うかがえる（第２図）。続いて，「企業経営

者の認識の甘さ」（４７.３％），「業界内の常識，

慣習が時代遅れ」（４２.７％）などがあげられ

ており，企業のコンプライアンス体制の甘

さに対する指摘が目立っている。
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２　食品の虚偽表示事件の発生要因

と消費者の表示に対する意識

第1図　食品表示のうちもっともかかわりの�
深い問題�

資料　日本経済新聞社（２００３）『食品表示に関する調査』�
（注）　食品流通にかかわる全国の１,３５０社の卸売業者を�
　　　 対象に実施した調査（回収率３３.５％）。�
　�

産地を偽る�
（３０.１％）�

無回答�
（３.０）�

その他�
（２.４）�

ブランド�
を偽る　�
（１.５）�

品種を�
偽る　�
（５.５）�

特になし�
（１５.９）�

輸入品を�
国産品　�
と偽る　�
（１７.７）�

期限など日付�
を偽る　　　�
（２３.９）�

第2図　食品表示に関する問題はなぜ発生したか（複数回答）�

資料,（注）とも第１図に同じ　�

消費者の原産地・ブランド・品種志向�

企業経営者の認識の甘さ�

業界内の常識、慣習が時代遅れ�

担当社員の認識の甘さ�

コンプライアンスの欠如�

間違った愛社精神による企業倫理の腐敗�

企業のコスト削減の影響�

消費者の鮮度・見た目志向�

行政側の監視・評価体制が不十分�

小売側の国産重視の要求・圧力�

０�

（４９.６）

（４７.３）�

（４２.７）�

（４１.８）�

（４０.０）�

（３３.２）�

（２７.７）�

（２５.０）�

（２３.２）�

（２２.１）�

１０� ２０� ３０� ４０� ５０�６０
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（２） 食品表示に対する消費者の意識

a 商品選択のための情報として

役立てているが信頼性は低下

次に消費者の意識をみてみると，普段，

食品を買う時に，表示を「関心があり全般

的によく見る」という人は４４.８％，「自分

が必要な表示のみを中心に見る」という人

は４６.６％と，表示を確認して食品を購入し

ている人の割合は９割を超えており，ほと

んどの消費者が食品表示を商品選択のため

の情報として役立てていることがわかる

（第３図）。

しかし，１年前と比べて「表示されてい

ることが信用できなくなった」人は７７.９％

となっている。「前からそう」（３.８％）とい

う人を加えると，表示が信用できないとい

う人は８割以上にのぼっており，消費者の

信頼感が大きく低下していることがうかが

える（第４図）。

ｂ　原産地表示への不信感

また，国民生活センターの調査によると，

特に信頼できないと思う表示については，

「肉類」「生鮮魚介類」「生鮮・冷凍野菜」

で「原産国の表示」の回答がトップとなっ

ており，また「国内産地の表示」も「肉類」

「生鮮魚介類」で「日付表示」に次いで３

番目に高い回答となっている（第２表）。

このようにＢＳＥ（牛海綿状脳症）発生に

伴う国産牛肉の買い上げ制度の悪用や，牛

肉や鶏肉の偽装表示など，最近の一連の食

品を巡る不祥事が食品表示への信頼を損な

わせたといえる結果となっている。

ｃ　安全性に対する意識の高まり

農林漁業金融公庫の調査によると，食品

を購入する際に意識することは，「安全性」

（６３.６％）がトップであり，次に「おいしさ」

（５４.３％），「価格」（５０.２％）の順となってい

る（第５図）。「おいしさ」や「価格」より

も「安全性」と回答した人が多いのは興味

深い結果であり，消費者の食品の安全性に
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第3図　食品の表示を見て買い物をするか�

資料　内閣府（２００２）『食品表示に関する消費者の意識�
　　調査』（７月）�
　�（注）　�１  実施主体：日本生活協同組合連合会。�

２  全国の生協組合員および協力者を対象に実施�
    した調査（有効回答数４,３２６件）。�

あまり見ない�
（５.６）�

無回答�
（３.０）�

自分が必要な�
表示のみ見る�
（４６.６）�

関心があり、�
全般的によく�
見る�
 　（４４.８％）�

資料,（注）とも第３図に同じ�

第4図　食品表示への姿勢の変化（1年前との比較）
表示されていることが信用できなくなった�

そう思う�
（７７.９％）�

そう思わない�
（１８.３）�

前からそうし�
ていると思う�
（３.８）�



対する意識が高まっていることがわかる。

また，食品を購入するとき，安全性を判

断するものとしては，生鮮食品では「産地」

（４５.６％）が，加工食品は「賞味期限や品質

保持期限」（６７.０％）がトップにあげられて

いる（第６図）。

また，内閣府の調査（第７図）でも，食

品表示への関心

度について「よ

く見る」と回答

した割合は「賞

味期限･品質保持

期限･消費期限」

（９６％）が最も高

く，次いで「産

地･原産地表示」

（７１％）となって

おり，表示のな

かでも期限表示

や原産地表示に

対する消費者の関心が高いことがわかる。

ｄ　生産者，企業，行政などは軒並み

信頼を失う

生産者，企業，行政などに対する消費者
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第6図　食品を購入するとき、安全性をどのよう�
なことで判断しているか�

生鮮食品�

加工食品�
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（２０.６）�
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（１７.８）�
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（１.６）�
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（１.２）�
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（４８.９）�

（１０.４）�

（３８.１）�

４０� ６０�７０（％）�３０�１０� ５０�

賞味期限や品�
質保持期限�
触った感じや�
におい�
有機や無農薬�
の表示�
信頼のおける販�
売店舗かどうか�
生産者や製造�
業者�

原材料や添加物�

JASやHACCP�
などの認証マーク�
安全性については�
特に気にしていない�

色つや、包装�
などの見た目�

産地�

資料,（注）とも第５図に同じ　�

第5図　食品を購入するとき、どのようなことを�
意識して選んでいるか�

資料　農林漁業金融金庫（２００２）『食品の表示に関するア�
　　ンケート調査』（８月）�
　�（注）　沖縄県を除く都道府県庁所在地（東京都は２３区）に�
居住する２,３００世帯を対象に実施した調査（回収率３３.�
６％）。�

安全性�

おいしさ�

価格�

栄養素�

量や大きさ�

ブランド�

カロリー�

話題性�

簡便性�

（６３.６）�

（５４.３）�

（５０.２）�

（１４.５）�

（５.５）�

（４.５）�

（３.０）�

（２.１）�

（１.２）�

０� ２０� ４０� ６０�７０（％）�１０� ３０� ５０�

第2表　「肉類」「生鮮魚介類」「生鮮・冷凍野菜」「加工食品」の�
特に信頼できないと思う表示�

遺伝子組換え
食品の使用,
不使用に関す
る旨の表示�

抗生物質を
使わない又
は減らしてい
る旨の表示�

国内産地の
表示�

日付表示�
（賞味期限,消
費期限,品質
保持期限）�

原産国の表
示�

農薬や食品
添加物に関
する表示�

①農薬を使わない
又は減らしている�
旨の表示５５.６％�

①食品添加物に関
する表示５９.４％ 

食
品
区
分�

資料　国民生活センター（２００３）『国民生活動向調査』（２月）　�
（注）　�1  政令指定都市および東京２３区に居住する世帯人員２人以上の世帯の２０歳以上６９歳以下の�

「一家の中で,生活の切り盛りと管理に責任を持つ女性」３，０００人を対象に実施した調査（有�
効回収率７０．７％）。�

2  食品区分欄の①等は,各区分での順位を表す。�
3  加工食品の⑤位は「原材料名の表示」（４３．１％）,他に⑦位「栄養成分表示」２１．１％。�

肉類�

生鮮魚介類�

生鮮・�
冷凍野菜�

加工食品�

①５９.５�

①５７.１�

①５５.６�

③４９.５�

②５６.８�

②５３.８�

③４９.９�

②５８.４�

③４３.５�

③５０.９�

④４６.４�

⑥４０.４�

④３３.４�

⑤４５.７�

④４６.７�



の信頼の程度はどうであろうか。第８図を

みると，信頼している（「信頼している」＋

「どちらかといえば信頼している」）人が半数

を超えているのは，国内の農家などの「国

内生産者」と「生協」のみとなっている。

「国内の大手食品メーカー」については，

「以前は信頼していたが今は信頼していない」

人が５５.７％と半数を超えており，大きく信頼

性を失った結果となっている。また「農協」

（３７.２％），「行政」（３６.０％），「大手スーパー・

百貨店」（３５.５％）に対しても最近になって

信頼性を失った消費者は３割を超えている。

最近の食品の偽装事件に関与した企業の

多様さを反映して，程度の差はあるものの，

食品の生産や流通に従事している各主体に

対する消費者の信頼感は，軒並み失われた

結果となっている。

このように，近年，消費者

の食品表示に対する関心が高

まっているが，わが国の食品

表示制度は現在どのようにな

っているのであろうか。

（１） わが国の食品表示に

関する法律

食品の表示を取り扱う法律

は複数あり，お互いに補いあ

うことで表示が成り立ってい

る。食品は生命の維持に不可

欠なものであるが，消費者が

自らのニーズに合った食品を

その外観からのみで判断して

選択することは困難である。

そのため，わが国の食品表示
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第8図　生産者・企業・行政などに対する消費者の信頼度�

０� ２０� ４０� ６０� ８０� １００�
(％)

資料　セゾン総合研究所（２００２）「食の安全安心に関する消費者意識と行動の変化」　�
　　（８月）�
（注）　首都圏在住の２０～６０代の社会人男女１,２００人（同研究所生活ネットメンバ�

ー）を対象に実施した調査（回収率８６.７％）。�

信頼している� どちらかといえば信頼している�

もともと信頼していない� わからない�

不明�

以前は信頼していたが�
今は信頼していない�

国内生産者�

生協�

大手スーパー・百貨店�

農協�

大手国内メーカー�

大手外食企業�

行政�

食品輸入業者�

海外生産者�

５５.８� ２３.８�

１０．４�

６．８�

３．９�

７.８�４.８�
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３　わが国の食品表示制度の現状

第7図　食品表示への関心度�
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賞味期限・品質保�
持期限・消費期限�
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産地・原産地表示�

�原材料名�
（食品添加物を含む）�
�
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�ブランド名・�
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�
使用上の注意�

場合によっては見る�
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よく見る�

資料,（注）とも第３図に同じ　　�



制度は，①消費者の商品選択に役立つこと，

②衛生上の事故・危害の防止（食品の安全の

確保）に役立つこと，③正確で誤認を生じさ

せないこと，の３つを目的としている。

現在，わが国における食品の表示に関す

る法律としては，①農林物資の規格化及び

品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法），

②食品衛生法（食衛法），③不当景品類及

び不当表示防止法（景表法），④計量法，

⑤栄養改善法などがある。

なかでも食品表示を規制している主な法

律は，①ＪＡＳ法，②食品衛生法，③景表

法の３つである。しかし，法律の制定の目

的はそれぞれ異なっており，ＪＡＳ法は

「一般消費者の適切な商品選択に資するこ

と」，食品衛生法は「飲食に起因する健康

上の危害の発生を防止し，公衆衛生の向上

及び増進に寄与すること」，また景表法は

「公正な競争を確保し，もって一般消費者

の利益を保護すること」と定められている

（第３表）。ＪＡＳ法及び食品衛生法に基づ

く表示基準は，一定事項を表示させること

を主たる目的として定められているもので

あるが，景表法は不当な表示をしてはなら

ないことを主たる目的としたものである。

（２） ＪＡＳ法と食品衛生法の

義務表示事項

食品表示を規制している主な法律は，先

に述べた３法であるが，義務表示事項がある

のはＪＡＳ法と食品衛生法である。ＪＡＳ規格

制度の創設は１９５０年，食品衛生法が制定さ

れたのが１９４７年であり（第４表），制定され

るに至った背景は異なっているものの，消費

者に対し正確で信頼でき，わかりやすい情報

を提供するという趣旨は共通している。

義務表示事項は，「消費者が必要とする

情報と情報選択のしやすさのバランスを踏

まえ，多くの消費者にとって商品選択の上

で重要なもの」と，「衛生上の事故・危害
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第3表　ＪＡＳ法, 食品衛生法, 景表法の概要�

農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律（ＪＡＳ法）�

農林物資の規格化及び品質表示の
適正化に関する法律（ＪＡＳ法）に基
づく品質表示は,食品等の品質に関
する適正な表示を行わせることに
よって,一般消費者の適正な商品
選択に資することを目的としてい
る。�

農林水産省�

一般消費者向けのすべての飲食
料品�

食品衛生法（食衛法）�

食品衛生法に基づく表示は,飲食に
起因する健康上の危害の発生を防
止し,公衆衛生の向上及び増進に
寄与することを目的とし,食品の安
全性を確保するために重要な役割
を果たし,一般消費者の保護に資
するものである。�

厚生労働省�

容器包装された販売の用に供す
る食品または添加物等�

不当景品類及び不当表示防止法�
（景表法）�

不当景品類及び不当表示防止法
（景品表示法）に基づく不当表示規
制は,不当な表示による顧客の誘引
を防止するため,独占禁止法の特例
を定めることにより,公正な競争を
確保し,もって一般消費者の利益を
保護することを目的としている。�

公正取引委員会�

１９５０年　「農林物資規格法」　
として制定（ＪＡＳ規格

　　　　　 制度の創設）�

１９４７年　食品衛生法制定� １９６２年　不当景品類及び不当   
表示防止法制定�

一般消費者向けに事業者の提供
する商品等�

資料　厚生労働省, 農林水産省『食品の制度に関する懇談会』資料　�

所管�

制定�

制定の目的�

表示対象�



農林金融2003・6
２２-４０２

第4表　食品表示制度の変遷�

５０　「農林物資規格法」として制定（ＪＡＳ規格制度
の創設）�

４７　食品衛生法制定（販売の用に供する食品等に
つき,公衆衛生の見地から必要なものには,一
定の標示を義務付ける旨及び公衆衛生に危害
を及ぼすおそれがある虚偽の標示等を禁止す
る旨規定）�

４８　食品衛生法施行規則制定（標示を行うべき
食品等を定め,標示すべき事項を規定）�

出典　厚生労働省,農林水産省『食品の表示制度に関する懇談会』資料�

（注）　「標示」･･･食品等及び容器包装に関し明示された文字等�
「表示」･･･容器包装されているものばかりでなく店頭の掲示や添付文書に記載されたものも含む。�

１９４０年代�

７０　ＪＡＳ法改正により品質表示基準制度を創設
（対象はＪＡＳ規格制定品目に限定）�

７１　最初の品質表示基準を制定（果実飲料,炭酸飲
料）�〈その後,品目ごとに順次制定〉�

７２　「標示」を「表示」に改正（注）  �
公衆衛生に危害を及ぼすおそれのある誇
大な表示及び虚偽又は誇大な広告の禁止
を追加�

７０�

９３　ＪＡＳ法改正により品質表示基準の制定対象
をＪＡＳ規格制定品目以外にも拡大�

９４　日付表示を「製造年月日」から「消費期限」又
は「賞味期限（品質保持期限）」に改正�

９４　日付表示を「製造年月日」から「消費期限」
又は「品質保持期限」に改正�

０１　遺伝子組換え食品及びアレルギー物質を
含む食品に係る表示を義務化��
保健機能食品の表示事項を規定�

９０�

００　すべての生鮮食品に原産地等の表示を義務化�

００�

５７　標示基準に違反する食品等の販売禁止�５０�

８９　添加物について,化学的合成品であるか否
かにかかわらず表示を義務化�

９６　青果物（ブロッコリー等５品目）の原産地表示
を義務化（９８年,ごぼう等４品目を追加）�

０２　ＪＡＳ法改正案国会提出(①公表の弾力化,②罰
則の強化)

０１　すべての加工食品に賞味期限等の表示を義
務化　　　　　　　　　　　　　　　　　��
遺伝子組換え食品に係る表示を義務化　 �   ��
「有機」等表示規制を実施�　　�
農産物漬物（梅干し,らっきょう漬け）の原料原
産地表示を義務化〈その後,水産加工品等を順
次追加〉�

９９　ＪＡＳ法改正により品質表示制度を改正�
（①個別品目の品質表示からすべての飲食料品
を表示対象に拡充,②表示違反に対するペナルテ
ィーの強化）�

９５　品質保持期限と同一の期限を示す期限の
文字として,「賞味期限」を定めた�

８０�

６１　名称標示の義務化�

６９　容器包装に入れられた加工食品について,
名称,製造所所在地,製造者氏名及び一定の
添加物を含む旨の標示の義務化�

６０�

ＪＡＳ法関連� 食品衛生法関連�



の防止のために事業者に行わせる必要があ

るもの」という考え方によって定められて

いる。現在，ＪＡＳ法と食品衛生法が表示

を義務付けている事項は，第５表のとおり

であり，ＪＡＳ法と食品衛生法は，義務付

けている表示事項が重複しているものも多

い。期限表示はともに義務表示事項である

が，原産地（原産国）の表示を求めている

のはＪＡＳ法であり，食品衛生法では義務

付けられていない。

以下では，消費者の関心の高い食品の原

産地表示と日付表示の制度について，現在

に至った経緯等をみてみたい。

現在，ＪＡＳ法に基づく品質表示基準制

度に基づき，一般消費者向けに販売される

すべての生鮮食品に原産地表示が，また一

部の加工食品に原料原産地表示が義務付け

られている。ＪＡＳ制度は，１９５０年に農林

物資規格法としてスタートしたものである

が，原産地表示がＪＡＳ法で義務付けられ

たのは最近のことであり，９６年の青果物５

品目からである（前掲第４表）。

（１） 青果物の原産地表示制度

ａ　青果物の原産地表示制度の導入の経緯

かつては，腐敗性の高い生鮮食品は遠方

から運ばれてくることは少なかったが，流

通手段の発達等により生鮮食品の流通範囲

は広がり，海外からも野菜などが輸入され

てくるようになってきた。こうして生鮮食

品であっても消費地の近辺で生産されたも

のとは限らなくなったため，原産地の情報

を求める声が高まってきたのである。

青果物の原産地表示制度が導入された背

景を整理すると，①急激な輸入野菜の増加，

あるいは産地の多様化から消費者からの原産

地表示を求める声が強くなってきたこと，②

生産者サイドにおいても，自らの生産物の生
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４　食品の原産地表示制度の

発足と経緯

第5表　ＪＡＳ法と食品衛生法の義務表示事項�

担当官庁�

対象�

名称（品名）�

原材料名�

添加物�

原産地又は原産国�

内容量�

消費期限※５�

賞味期限又は品質
保持期限※６�

保存方法�

製造者等の氏名�
又は名称及び製造�
業者等の所在地�

遺伝子組換え食品�
である旨　　　�

アレルギー物資を�
含む旨　　　　　�

食品衛生法�

厚生労働省�

ＪＡＳ法�

農林水産省�

生鮮食品�加工食品�

○�

�

�

○�

　  △※３�

�

�

　�

�
   △※４�

�

○�

○�

○�

　  ○※１�

　 △※２�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

出典　厚生労働省,農林水産省『食品の表示制度に関する�
　　懇談会』資料�

（注）　�※１　�
�
※２　�
※３�
�
※４�
�
�
※５�
�
※６�
�
＊　�

原材料の一環として,添加物の表示を求めてい�
る。�
輸入品に限る。�
特定商品（食肉,野菜及び果実等）であって,容
器に入れ,又は包装されたものに限る。�
特定商品（食肉,野菜及び果実等）であって,容
器に入れ,又は包装されたものについては,販
売業者の氏名又は名称及び住所を表示する。�
消費期限は,期限が製造又は加工日を含めて
おおむね５日以内のもの。�
賞味期限又は品質保持期限は,消費期限を規定�
する食品以外の食品へ表示するもの。�
食品によっては,これらの事項に加えて,幾つか
の事項の表示が義務付けられる。�



産地をはっきりさせるために表示の充実を求

める要請が強まってきたこと，③従来，「青

果物の一般品質表示ガイドライン」という通

達の中の項目の一つに産地の表示も入ってい

たが，通達には強制力がないこともあって限

界があったこと，があげられる。

そのため，食品表示問題懇談会で検討した

結果，①ＪＡＳ法の品質表示基準制度を活用し

て，青果物についての原産地表示を義務付け

ること，②ガイドラインについて必要な見直

し・強化をおこなって一層の啓発・普及を通

じて原産地表示の充実に努めること，といっ

た内容の報告書が９５年１１月にまとめられた。

ｂ　原産地表示の対象品目

青果物原産地表示の対象とする品目は，

①消費生活上重要なもの，②国産品とあわ

せ相当量の輸入品が出回っているもの，③

原産地による品質格差の大きい青果物であ

ること，といった要件を総合的に勘案して

選定することとされた。

その結果，９６年３月の農林物資規格調査

会で，ショウガ，ニンニク，サトイモ，ブ

ロッコリー，シイタケの青果物５品目が対

象品目として選定され，原産地表示制度は，

ＪＡＳ法を改正して９６年９月２０日から開始

された。さらに，９８年４月からは，従来の

５品目に加えて，ゴボウ，アスパラガス，

サヤエンドウ，タマネギの４品目が表示対

象品目に追加され，計９品目となった。

その後，食品の多様化，消費者の食品の

品質および安全性や健康に対する関心の高

まり等に対応して，食品の表示制度を充実，

強化する観点から，９９年７月にＪＡＳ法が

改正され，００年７月１日以降は一般消費者

向けに販売されるすべての生鮮食品に原産

地表示が義務付けられた。

（２） 加工食品の原料原産地表示制度

ａ　原料原産地表示制度の導入の経緯

ＪＡＳ法で加工食品について原料原産地

表示が義務付けられたのは，０１年の梅干し

とらっきょう漬けからである。

加工食品の原料原産地表示については，

品目によっては，商品選択を行う上で重要

な情報となる場合があり，消費者は加工食

品の原料の原産地も知った上で商品を購入

したいという要望がある。一方，加工食品

は一般に非常に多くの原材料で構成されて

おり，製造業者がこれらのすべてに原産地

を表示することは事実上不可能である。ま

た消費者にとっては，必要以上に細かい表

示は，見にくくわかりにくいものになって

しまうおそれがある。

こうしたことから，農林水産省は，消費

者，学識経験者，製造業者等からなる検討会

を開催し，００年３月に報告書「原料原産地

表示のあり方」をとりまとめた。このなかで，

品目の特性に応じた原料原産地表示の導入に

ついて，十分説明可能な合理的な判断ルール

を設定し，これに基づいて個別品目ごとに精

査して，その結果に従って原料原産地表示を

実施していくことが適当とした。

ｂ　原料原産地表示対象の考え方

検討会の報告書では，加工食品の原料原
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産地表示を行う対象品目については，①原

材料の原産地による差異が品質に反映され

るか，②加工の程度が比較的低くおおむね

原型をとどめているか，③消費者の誤認を

与えるような表示が行われている実態があ

るか，④他の方法によって消費者の誤認を

防ぐことは困難か，⑤原材料の安定供給が

可能で原料原産地がある程度一定している

か，⑥表示を事後的に確認する手段・体制

は十分か，という視点を総合的に判断して

考えるべきとされている。

ｃ　原料原産地表示の対象品目

そして，個々の品目ごとに原料原産地表

示の必要性，実行可能性等が検討された結

果，加工食品では，まず輸入原料の使用頻

度の高いものから原料原産地表示を義務付

けることとなり，まずその対象となったの

が，梅干しとらっきょう漬けであった。

そして，梅干し，らっきょう漬けが０１年

１０月から，さらにその他の漬物について

も０２年４月から表示が義務付けられた（第

６表）。また，水産加工品（塩さば，あじ・

さばの開き，うなぎの蒲焼，塩蔵・乾燥わか

め）は０２年２月から，かつお削りぶしは０２

年６月から表示が義務付けられ，冷凍野菜

食品についても０３年３月から原料原産地表

示が義務付けられた。

現在，加工食品の日付表示は，期限表示

が義務付けられている。期限表示は，消費

者にとって食品を購入する際などに新鮮か，

食べられるかの目安となるものであり，消

費者が特に注意してみる表示事項であろう。

（１） 製造年月日表示の沿革

食品の日付表示制度の始まりは，１９４８年

の食品衛生法及び同法施行規則の施行によ

る製造年月日の義務付けからである。当初

は，飲用牛乳，ハム，ソーセージ，缶詰，

びん詰等に製造年月日の表示が義務付けら

れ，食品の日付表示制度においては，製造

年月日表示が原則とされた。

もともと製造年月日表示は，戦後におけ

る米国向け輸出水産缶詰の品質面でのトラ

ブルがきっかけであり，ＧＨＱ（連合国軍総

司令部）からのロット識別符号表示の申し

入れに対応する措置として輸出缶詰に導入

され，その後，食品衛生法において一般食

品向けにも取り入れられたものである。

食品衛生法による製造年月日表示の義務

付けは，食品衛生上の事故が生じた際に，
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５　食品の日付表示制度の

沿革と現状

第6表　加工食品の原料原産地表示の対象品目�

�

�

乾燥わかめ�

塩蔵わかめ�

塩干魚類（あじ・さば）�

塩蔵魚類（さば）�

うなぎ加工品�

かつお削りぶし�

野菜冷凍食品�

農産物漬物（梅干し,らっきょう漬け）
（上記以外の漬物）�

義務付け日�品　　　目�

２００１年１０月１日�

０２.４.１�

０２.２.１�

０２.６.１�

０３.３.１�

資料　厚生労働省,農林水産省『食品の表示に関する共同�
　　会議』資料�

�



その事故に係る食品を回収し，あるいは製

造段階にまで遡及して原因を解明するため

の手掛かりとするためであった。また同時

に，消費者が製造年月日表示を基に食品の

品質がいつまで保たれるかを自ら判断する

ことにより，食品衛生上の事故を防止する

ことに資するものでもあった。

一方，ＪＡＳ法に基づくＪＡＳ規格（日本農

林規格）については，１９６０年に「にせ牛缶問

題」が発生したことを契機として，表示の適

正化の視点も重視するようになり，６１年以

降は，ＪＡＳ規格の中に表示の基準を規定し，

日付については食品衛生法と同様に原則とし

て製造年月日を表示することとなった。

（２） 製造年月日表示から期限表示への

改正

国際規格の日付表示では期限表示が採用

されていること等から，わが国においても

「製造年月日表示」は，９７年４月１日に廃

止され，「期限表示」に改正された。

食品衛生法では９４年９月の食品衛生調査

会の答申を受け，またＪＡＳ法では，９４年

８月の農林物資規格調査会の答申を受け

て，９４年１２月に「ＪＡＳ規格及び品質表示

基準の告示改正」および「食品衛生法施行

規則の改正」により，日付表示は製造年月

日表示から期限表示に改正された（９５年４

月１日に施行されたが，９７年３月末までは移

行期間として経過措置がとられた）。また，

食品の日持ちは保存条件に影響されること

から，併せて保存方法の表示も義務付けら

れた（ただし，常温で保存できるものは表示

を省略できる）。

期限表示への改正の趣旨については以下

の３点があげられている。

①多様な食品が出回っており，製造技術・

流通技術が変わってきていることから，製造

年月日表示では食品の日持ちの情報を判断す

ることが難しくなっている。

②製造年月日表示によって鮮度志向があ

おられ，製造段階の深夜・早朝操業，流通

段階の多頻度小口配送，返品等の誘因とな

っており，資源の浪費にもつながっている。

③ＣＯＤＥＸ（ＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品規格委

員会）でも期限表示が採用されているので，

それとの整合性をとる。

（３） 現行の期限表示の方法

期限表示は，食品の劣化に伴う衛生上の

危害の発生を防止する観点から，食品の製造

後において飲食に供することが適当である期

間の終期を示すものである。この終期を過ぎ

た場合，劣化速度が速い食品と比較的緩慢な

食品とでは，衛生上の危害が発生する可能性

に差があるため，「消費期限」と「賞味期限

（品質保持期限）」の２種類の期限表示
（注）

を導入

することが適当とされている。

（注）現行の期限表示の方法は以下のとおりとなっ
ている。
①５日以内に消費すべきものは「消費期限」
を年月日で表示

②日持ちが比較的短い食品（すべての品質特
性を保持しうる期間が３か月を超えないも
の）は「賞味期限（または品質保持期限）」
を年月日で表示

③日持ち期間が長い食品（同３か月を超える
もの）は「賞味期限（または品質保持期限）」
を年月日または年月で表示

農林金融2003・6
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現在の食品の表示制度は，既に説明した

とおり複数の法律で規定されており，同じ表

示項目に異なる用語が使われる場合があるな

ど，消費者にとってわかりにくいとの指摘が

あり，表示制度の見直しが求められている。

このため，消費者等関係者からの意見を

今後の食品表示制度のあり方の検討に反映

させることを目的に，厚生労働省と農林水

産省が設置した「食品の表示制度に関する

懇談会」が，０２年６月から開催され，同年

８月には５回にわたって行われた検討結果

について中間とりまとめが行われた。

（１） 現行の食品の表示制度の問題点

０２年８月の「食品の表示制度に関する

懇談会 中間取りまとめ」では，「食品の表

示制度については，食品衛生法，ＪＡＳ法

等の各制度が制度発足以来，各府省が互い

に十分な連携をしないまま，それぞれの表

示制度を独自に実施してきたことが消費

者，事業者双方にとって分かりにくい仕組

みとなった大きな要因である」とし，「食

品衛生法とＪＡＳ法に基づく表示とが，制

度発足当時と比較して相当オーバーラップ

してきていることもあって，現行の食品の

表示制度の問題点として，以下の点が顕在

化してきている」と指摘している。

①表示制度が複数の法律に分散して規定

されており，一覧できないため，消費者，

事業者双方にとって分かりにくいこと。

②それぞれの各表示制度に基づく表示項

目や表示内容が，それぞれの府省ごとに決定

される仕組みであるため，整合性が取れてお

らず，用語や定義の統一性が欠けているもの

があること。また，解釈等に関する情報提供

などの運用面でも統一性に欠けること。

③監視体制や是正措置も各制度によって

異なっており，連携が十分でないこと。

この中間取りまとめでは，「複数の法律

において用語や定義などが異なっている表

示項目等については，表示を見る消費者，

表示を行う事業者の分かりやすさを考え，

速やかに整合性の確保に向けて検討に着手

すべきである」と指摘している。

中間とりまとめを受けて，厚生労働省と

農林水産省は，食品衛生法及びＪＡＳ法に

共通する表示項目，表示方法等について検

討を行うことを目的とする「食品の表示に

関する共同会議」を０２年１２月に設置した。

共同会議では，順次食品の表示項目，方法

等に関する検討が開始され，最優先課題と

して期限表示の用語・定義の統一について

検討することとされた。

（２） 期限表示の用語・定義の統一

現在，劣化速度が比較的緩慢な食品の期

限表示については，「品質保持期限」と

「賞味期限」の２つの用語が存在し，劣化

速度が速い食品に対する「消費期限」につ

いては，２つの定義が存在する（第７表）

ことから，消費者，食品事業者双方からわ

かりにくいとの指摘がある。

農林金融2003・6
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「食品の表示制度に関する懇談会　中間取

りまとめ」においては，「特に，消費期限や

賞味期限及び品質保持期限については，関係

府省で速やかに定義や用語の統一を図る必要

がある。」と指摘し，具体的検討を行ってい

くことが必要であるとの提言がなされた。

０３年２月に行われた第３回共同会議で

は，現行では「品質保持期限」と「賞味期

限」の両方で認められている期限表示の用

語について，「賞味期限」に一本化する見解

が示された。そして農林水産省と厚生労働

省は，０３年３月に第４回共同会議を開催し，

「期限表示の用語・定義の統一について」の

報告書をまとめた。同報告書では，加工食

品の期限表示を「賞味期限」に統一し，ま

た「消費期限」の定義については，消費者

及び事業者の混乱を解消するため，統一を

図ることが適当としている。「賞味期限」に

統一する理由としては，①多くの種類の商

品に使用されていることや，②可食限界の

ニュアンスがある品質保持期限よりも賞味

期限という用語が適切であると考えられる

ことなど，といった観点から適当であると

する意見が多数を占めたことをあげている。

食品の産地偽装表示の多発を踏まえて，

農林水産省は０２年６月にＪＡＳ法の改正を

行い，表示に対する監視・罰則規定が強化

された。この改正によって，品質表示基準

に違反した業者に対する罰則を大幅に強化

するとともに，消費者への迅速な情報提供

及び実効性確保の観点から，違反事実を確

認し，指示をした場合には，原則として公表

できるようになった。さらに偽装表示の防止

対策の一環として，ＪＡＳ法による規制以外

に食品表示１１０番や食品表示ウォッチャー

農林金融2003・6
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第7表　期限表示に関する定義等の現状�

賞味期限�品質保持期限�

JAS法�食品衛生法�

出典　厚生労働省, 農林水産省『食品の表示制度に関する懇談会』資料�
（注）　�※１　�

※２　�
※３�
�
�
※４�
�

食品衛生法施行規則第５条第１項第1号ロ�
加工食品品質表示基準第２条�
「飲食料品及び油脂の日本農林規格及び品質表示基準の�
日付表示に係る事項の改正について」（平成７年２月１７�
日付け７食流第３９２号通知）�
「食品衛生法施行規則第５条第１項第１号ロ及び乳及び乳�
製品の成分規格等に関する省令第７条第２項第２号ホの厚�
生労働大臣が定める文字」（平成７年厚生省告示第１９号）�
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期限表示を表示する食品であって消費期限を表示する
食品以外の食品に表示�

・食品衛生法（品質保持期限→賞味期限）�　�
品質保持期限と同一の期限を示す文字として「賞味期
限」を規定（※４）��

・ＪＡＳ法（賞味期限→品質保持期限）��
「賞味期限（品質保持期限）」と規定（※２）�
○ＪＡＳ法の賞味期限及び品質保持期限と,食品衛生法の
品質保持期限及び賞味期限とは同一の意義（※３）�

定められた方法により保存
した場合において,食品又
は添加物のすべての品質
の保持が十分にある可能
であると認められる期限を
示す年月日（※１） 

容器包装の開かれていな
い製品が表示された保存
方法に従って保存された
場合に,その製品として期
待されるすべての品質特
性を十分に保持しうると認
められる期限（※２）�

消費期限�

JAS法�食品衛生法�
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�
製造又は加工日を含めておおむね５日以内の期間で,品
質が急速に劣化しやすい食品に表示�

○ＪＡＳ法の消費期限と食品衛生法の消費期限とは同一
の意義（※３）�

定められた方法により保存
した場合において,腐敗,変
敗その他の食品又は添加
物の劣化に伴う衛生上の
危害が発生するおそれが
ないと認められる期限を
示す年月日（※１）�

容器包装の開かれていな
い製品が表示された保存
方法に従って保存された
場合に,摂取可能であると
期待される品質を有する
と認められる期限（※２）�

７　信頼回復への取組み



といった取組みを実施し，モニタリング体

制を強化している。

生産者と消費者が互いのことをよく知っ

ており，商品の情報も互いに共有している

ような「顔のみえる関係」であれば，その

食品に表示の必要性を求める声は少ないで

あろう。しかし，現在では食料の流通が広

域化，複雑化しているため，食料生産の現

場（「農」）と食卓（「食」）の距離が拡大し

ている。消費者は購入しようとする食品に

ついての生産・製造，流通過程等の情報を

正確に知る立場にないため，表示が食品の

情報について知り得る手段となる。

このように「食」と「農」の距離が拡大

しているなかで，食品の供給側が正確な情

報を消費者にわかりやすく伝えることは，

消費者保護の大前提ということができ，食

品に関する情報提供の手段として，表示が

果たす役割はかつてより大きくなっている

と思われる。しかし，消費者の食品表示に

対する信頼性は低下しており，情報を単に

表示として提供するだけでは信頼に結びつ

けるのは難しくなっている。

食品表示の信頼性を回復するためには，表

示制度の見直しによる一層の充実・改善に加

え，その食品がいつ，どこで，どのように生

産・流通されたかがわかるトレーサビリティ

システムを構築していくことが有効であろう。

一部の企業ではトレーサビリティシステ

ムの確立や積極的な情報開示に踏み出して

いる。生産・流通を含む情報を消費者に開

示し，必要があればさかのぼって追跡でき

るトレーサビリティシステムは，食品の表

示を最終的に保証するものであるといえ

る。したがって，トレーサビリティシステ

ムの導入により，各段階で食品とその情報

を追跡し，また遡及できるようにすること

によって，表示された情報の信頼性を向上

させることが期待できよう。

また，ＪＡグループにおいては，生産者

があらかじめ決められた適切な生産基準に

基づいて生産を行ってその内容を記帳し，

農協がそうして生産された農産物を分別し

て販売し，消費者・取引先に対して生産情

報を開示していく「生産工程管理・記帳運

動」の推進に組織をあげて取り組んでいる。

こうした食品の安心につながる情報公開の

姿勢が消費者の信頼を取り戻す一助になっ

ていくであろう。

食品の表示制度が正しく機能すれば，国

内の産地ブランドが確立し，国産品の振興

に役立つものと考えられる。国内の産地に

とっては，トレーサビリティに取り組むこ

とで，蓄積された履歴の情報を戦略的に産

地の付加価値を高める目的で利用すること

が重要になるであろう。
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以前，ある友人から日本の花（切り花）の消費は鹿児島が一番だと聞いたことがあ

った。何となく意外な感もあり長く気になっていたが，今回改めて調べてみると総務

省家計調査に「都道府県県庁所在地別年間切り花購入額推移」という統計があり，こ

れによると，なるほど鹿児島市が１世帯当り購入額で毎年トップを続けており，例え

ば平成10年の１世帯当り切り花購入額は24,793円で全国平均12,268円の倍に達してい

る。

友人の鹿児島県人や鹿児島勤務経験者に聞いてみると異口同音に「それはお墓の

供花だよ。春秋の彼岸，お盆だけでなく，頻繁にお墓参りをして一年中お墓の花を絶

やすことのないよう努めている」とのこと。鹿児島の人にとっては祖先を敬う気持ち

が極めて強いこともあるが，何よりも立ち並ぶお墓の中で，わが家のお墓の花だけが

枯れているようなことは，最大の恥であるとのことで，なるほど納得した次第である。

なお，直近の平成13年度の統計をみると福島市の１世帯当り切り花購入額が，鹿

児島市に肩を並べてきているが，この辺の事情についても一度，福島の識者にご教示

賜りたいものである。

ところで，日本の花消費の特色であるが，消費需要の約60％は冠婚葬祭などの業

務用で占められており，家庭内消費は年々増加してはいるものの20～25％に過ぎな

いと言われている。

しかも，日本の花消費は歴史的に仏教の普及に連動して拡大してきており，圧倒

的な葬儀向け需要のほか仏壇の供花，墓参り供花等のウェイトが極めて高い。「花き

データブック2002」の中に，東京都が実施した葬儀費用調査があるが，これによる

と，都内における平成13年度の平均的葬儀費用は175万円であり，そのうち生花費用

には32万円を要したとされている。関係者から届けられる供花の費用を加算すれば，

相当なものである。

また，日本にはやはり仏教から派生した生け花（華道）文化の発達がある。多くの

流派が存在し，それぞれ多数の師匠とお弟子さんを抱え，大量の花を消費するのであ
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る。私事で恐縮であるが，小生の母は生前自宅で長年に亘り小原流生花教室を開いて

おり，帰省の折には若いお嬢さん達が大勢で，花を生けている光景を見かけたもので

あるが，そこには近所の花屋さんから大量の教材用の花が届けられていたのである。

もっとも最近は，花嫁修業としての生け花は衰退気味で，むしろパーティー会場や食

卓等を飾る西洋流フラワーアレンジメントの方が盛んなようである。

日本の花消費の特色のひとつに贈答用の生花がある。花を贈りものにするのは，

日本だけでなく先進諸国にもある習慣と思うが，日本の場合は高額であり，しかも先

ず３千円，５千円，１万円という金額を決めてその金額で花を組み合せてもらうので

ある。従って高額になるほど洋らん等高価な花を多く使うことになる。欧米ではプレ

ゼントに持参する花は１束千円にも満たないそうである。

日本において消費される花の品目は，葬祭関連が多いことから「各種きく類」が

断然トップであり，平成13年の切り花卸売市場取引額（農水省花き統計）3,497億円

の約３割を占めている。以下「ゆり」「ばら」が300億円で，「カーネーション」「洋

らん」と続く。一方，例えばオランダ市場では断然トップは「ばら」であり，以下

「きく」「チューリップ」「ゆり」「ガーベラ」の順で続いている。各国の花消費は宗教，

気候条件，国民性の違い等から随分と異なった特色を有するものである。

ところで近年の切り花卸売市場取引額は平成10年の4,216億円をピークに年々低下

しており，平成13年度は3,497億円にまで低下した。数量，単価とも下がっており，

消費の停滞は著しい。明らかに景気低迷の長期化によるものと思われるが，花き生産

者や流通業界にとってまさに由々しき事態である。これまで日本人は花を愛でる気持

ちや花々を楽しむ遊び心により，日本独自の花文化を形成してきた。また，ガーデニ

ング，フラワーアレンジメント，母の日のカーネーション等西洋流花文化も吸収しつ

つ，経済成長に対応して花の消費を拡大させてきたのであるが，ここにきての消費停

滞はまことに残念である。

最近日本のストレス社会の中で，色，香り，音楽等各面にわたり，「癒し系」と称

するものが持てはやされている。花は人の心に安らぎや潤いを与えるまさに「癒し系」

の最たるものである。花消費が回復することを心から念ずるものである。

（㈱農林中金総合研究所代表取締役社長　栗林直幸・くりばやしなおゆき）
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農協信用事業動向調査（以下「動向調査」）

は，全国の資金観測農協の協力を得て，毎

年２回実施しているアンケート調査であ

る。２００２年１１月に実施した平成１４年度第２

回動向調査では，個人貯金の動向，組合員

所得動向と農協貯貸金への影響，員外個人

向け貸出のアプローチ状況，組合員や地域

住民の意見・要望の把握，反映方法等をと

りあげた。以下，調査結果の概要について

紹介する。

動向調査の対象となった農協は，０２年

●１１月現在で信用事業を営む農協から地域別

農協数等を勘案して選ばれた４０５農協であ

る。今回はうち３７９農協から回答が得られ，

集計率は９３.６％であった。

集計農協の１農協当たり平均の貯貸金残

高はともに全農協平均の１.６倍となってお

り，集計農協はやや規模の大きな農協が

多い。
（注１）

そのため，集計農協が全農協に占め

るシェアは農協数で３６.１％であるが，貯金

残高では５８.８％，貸出金残高では５７.５　％

となっている。

一方，貯貸金の前年比伸び率を比較する

と，全農協の０２年３月末と９月末の伸び率

は，貯金が２.０％，０.９％，貸出金が△１.２％，

△１.９％である。それに対して，動向調査

の結果では，貯金が２.０％，１.０％，貸出金

が△１.０％，△１.４％である。水準に差はあ

るものの，伸び率の動きは全農協と同様の

傾向を示しており，おおまかな資金動向を

みる際の代表性はあるものと考えられる

（第１表）。

（注１）全農協のデータは農協残高試算表による。

日銀の『金融経済統計月報』に

よると，都銀等の国内銀行の個人

預金の前年比伸び率は０２年３月の

●５.０％から９月の４.７％へと低下して

いる。そこで農協における個人貯

金の動向と伸び率変化の要因につ

いて聞いた。

平成14年度第２回農協信用事業動向調査結果

はじめに

１　集計対象農協の概要

２　個人貯金の動向

第1表　集計農協と全農協との比較（２００２年９月末）�

（単位　百万円, ％）�

貯金�
貸出金�
貯貸率�

１農協当たり残高�

集計農協�
（Ａ）�

１１５,４５５�
３３,０５１�
２８.６�

０.９�
△１.９�

０２年９月末�

前年比伸び率�

１.０�
△１.４�

２.０�
△１.２�

０２年３月末�

全農協�集計農協�全農協�集計農協�

（Ａ）/（Ｂ）�
（倍）�

２.０�
△１.０�

１.６�
１.６�

全農協�
（Ｂ）�

７０,５５７�
２０,５８８�
２９.２�



動向調査結果によると，個人貯金の伸び

率は０２年３月末の２.３％から９月末の１.７％

へと低下している。集計農協の６２.８％で伸

び率が低下しており，その要因としては

（複数回答），「財源の伸び悩み」（７２.５％）の

回答が最も多く，次いで「借入金の償還に

充てるための貯金の取り崩し」（４８.０％），

「生活資金に充てるための貯金の取り崩し」

（４７.５％），「ペイオフに伴う他金融機関への

預け替え」（４６.６％）の順となっている（第

２表）。

地帯別には
（注２）

回答に違いがみられ，特定市

では「借入金の償還に充てるための貯金の

取り崩し」（６０.６％）の割合が最も高く，他

の地帯と比較すると「納税資金に充てるた

めの貯金の取り崩し」（３６.４％），「前年度の

他金融機関からの資金流入の反動」（２７.３％）

が多く選択されている。また「生活資金に

充てるための貯金の取り崩し」については，

都市的農村（５２.９％），農村（５５.３％）で，

「財源の伸び悩み」については，農村

（９２.１％），過疎地域（７８.９％）で比較的多く

選択されている。

一方，全体の３７.２％の農協では伸び率が

上昇しており，その要因として（複数回答），

「ペイオフに伴う他金融機関からの資金流

入」（６４.８％），「渉外担当者等による推進活

動の取組強化」（４１.６％），「年金，給振の取

り扱い増加」（３３.６％）の割合が高くなって
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第2表　農協個人貯金の前年比伸び率の低下要因（複数回答）�
（単位　組合, ％）�

そ
の
他�

１５.７�
１２.１�
２９.６�
１６.１�
１３.２�
５.３�

保
有
が
増
加�

貯
蓄
せ
ず
に
現
金
で
の�

２．９�
６．１�
３．７�
３．４�
０．０�
０．０�

の
減
少�

年
金
、給
振
の
取
り
扱
い�

４．９�
６．１�
０．０�
５．７�
５．３�
５．３�

農
協
利
用
者
数
の
減
少�

５．４�
０．０�
３．７�
５．７�
７．９�
１０．５�

め
の
貯
金
の
取
り
崩
し�

納
税
資
金
に
充
て
る
た�

１０．８�
３６．４�
１８．５�
５．７�
０．０�
０．０�

ら
の
資
金
流
入
の
反
動�

前
年
度
の
他
金
融
機
関
か�
１１．３�
２７．３�
１４．８�
１０．３�
２．６�
０．０�

流
入
の
反
動�

前
年
度
の
郵
貯
満
期
金�

１１．３�
１２．１�
１４．８�
１１．５�
２．６�
２１．１�

度
の
低
下�

組
合
員
等
の
農
協
利
用�

１１．３�
９．１�
１８．５�
１０．３�
１０．５�
１０．５�

�

へ
の
流
出�

他
商
品（
投
資
信
託
等
）�

１２．７�
１５．２�
２２．２�
９．２�
１３．２�
１０．５�

融
機
関
へ
の
預
け
替
え

ペ
イ
オ
フ
に
伴
う
他
金�

４６．６�
４５．５�
５９．３�
４３．７�
４７．４�
４２．１�

め
の
貯
金
の
取
り
崩
し�

生
活
資
金
に
充
て
る
た�

４７．５�
３０．３�
４４．４�
５２．９�
５５．３�
４２．１�

た
め
の
貯
金
の
取
り
崩
し

借
入
金
の
償
還
に
充
て
る�

４８．０�
６０．６�
４０．７�
４６．０�
５２．６�
３６．８�

貯
金
財
源
の
伸
び
悩
み�

７２．５�
５４．５�
７０．４�
７０．１�
９２．１�
７８．９�

回
答
組
合
数�

２０４�
３３�
２７�
８７�
３８�
１９�

�
特定市�
中核都市�
都市的農村�
農村�
過疎地域�

全国計�
�

地
　
帯�

（注）　１　地帯区分は農中総研独自の区分による。�
２　色網掛けは全国平均値を５ポイント以上上回る項目。　�

第1図　農協個人貯金の前年比伸び率�
　　　  上昇要因 （複数回答）�

（注）　回答数１２５組合。　�

ペイオフに伴う他金融
機関からの資金流入�

渉外担当者等による
推進活動の取組強化�
年金,給振の取り扱い
の増加�

０� １０� ２０� ３０� ４０� ５０� ６０� ７０�
（％）�

貯金金利の優遇による
貯金獲得への取組強化�

財源の増加�

その他�

農協利用者数の増加�

組合員等の農協利用
度が上昇�
借入金の償還に充てられる
貯金の払い戻し額の減少�

（６４．８）

（４１．６）�

（３３．６）�

（２４．８）�

（２４．０）�

（１５．２）�

（１１．２）�

（３．２）�

（１０．４）�



いる（第１図）。

０２年度上期の伸び率低下および上昇要

因として全体の５３.５％の農協がペイオフに

伴う資金流出入をあげている。しかし，当

初０３年４月に予定されていた全面的なペイ

オフが　０５年４月まで延期されたこともあ

り，当
（注３）

面はペイオフに伴う資金流出入の動

きは緩やかになるものとみられる。したが

って，今後の個人貯金の増減には貯金財源

の状況，また農協の貯金獲得への取組姿勢

等が影響していくものといえよう。

（注２）ここで用いている地帯区分は農中総研で定
義し，利用しているものである。「特定市」は特
定市街化区域農地を有する市。「中核都市」は特
定市以外で県庁所在地または人口20万人以上の
市。「都市的農村」とは特定市，中核都市，過疎
地域以外で人口が３万人以上20万人未満の市町
村。「農村」とは，特定市，中核都市，過疎地域
以外で人口が３万人未満の市町村。「過疎地域」
とは過疎地域活性化特別措置法の適用を受ける
市町村。

（注３）ただし，05年４月以降も「無利息，要求払
い，決済サービスを提供できること」という３
条件を満たす決済用預貯金（当座預貯金等）に
ついては全額保護される。

農家経済は農業経営をめぐる環境の悪化

や，景気の低迷による農外所得の減少等，

厳しい状況が続いている。そこで組合員の

所得動向と農協貯貸金への影響について聞

いた。

１年前と比較した場合の組合員所得の状

況をみると，所得合計が「減少」している

と回答した農協は７６.５％を占めた。次いで

「変わらない」が１８.７％で，「増加」はわず

か１.６％となっている。所得別内訳をみる

と，「農業所得」の減少が７７.８％，「勤労所

得」の減少が６７.０％と高く，次いで「家

賃・地代収入」（２８.９％），年金（９.５％）の

順となっており，農産物価格の低迷，雇用

状況の悪化等が組合員所得の減少に影響を

与えているものといえよう。

こうした組合員所得の動向が貯貸金に及

ぼす影響として，貯金については「農産物

代金の流入減」（７０.０％），「生活費等に充て

るための貯金の取り崩しの増加」（６３.４％）

が比較的多く選択され，次いで「ボーナス

の流入減」（３９.５％），「給与振込額の減少」

（３０.７％）等の順となっている（第２図）。

貸出金については，「農業貸出金の減少」

（５５.６％），「自動車・消費財等用のローンの

減少」（４５.８％），「貸出金の延滞の増加」（４０.２

％）が比較的多く選択されている（第３図）。
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第2図　組合員所得の動向が農協貯金に�
及ぼす影響�

（注）　回答数３７７組合。　�

０� ２０� ４０� ６０� ８０�
（％）�

給与振込額の減少�

年金の流入増�

農産物代金の流入増�

年金の流入減�

家賃・地代収入の減少�
税金の支払い分の
流出増�
家賃・地代収入の増加�

その他�

ボーナスの流入増�

給与振込額の増加�

（７０．０）�

（６３．４）�

（３９．５）�

（３０．７）�

（２３．６）�

（１３．８）�

（８．８）�

（３．４）�

（２．１）�

（１．１）�

（５．０）�

（６．９）�

（６．６）�

農産物代金の流入減�

ボーナスの流入減�

生活費等に充てるため
の貯金の取り崩しの増加�

３　組合員の所得動向と

農協貯貸金への影響



７割以上の農協では組合員所得が減少し

ているとみているが，組合員は新規に生活

資金等の借り入れをおこなうよりは，貯金

を取り崩す等の対応をおこなっているもの

とみられる。なお貸出金への影響として，

「自己住宅資金の減少」（２７.２％），「賃貸住

宅資金の減少」（１６.７％）もあげられており，

一部農協では住宅関連資金についても影響

があるものとみている。

貯貸金残高への影響については，貯金は

６１.６％の農協が「やや影響している」とみ

ている。次いで「かなり影響している」が

２８.６％，「特に影響していない」が９.８％と

なった。一方，貸出金は，「やや影響して

いる」（４８.９％）と「かなり影響している」

（４４.４％）の割合がほぼ同程度であり，「特

に影響していない」は６.３％であった。

多くの農協では組合員所得の減少が貯貸

金残高へ影響しているものとみているが，

貸出金残高への影響がより大きいとみてい

る。

住宅ローンをはじめ個人向け貸出につい

ては金融機関の競合が激化しているものと

みられる。こうしたなかで，アプローチす

る時点で正・准組合員，組合員家族以外の

個人（員外個人）に対する農協の貸出対応

について聞いた。

員外個人向けの貸出アプローチの重要性

については，「かなり重要」と回答した農

協が５３.８％，「やや重要」は３８.３％，「重要

ではない」は７.９％となっている。実際に

どの程度アプローチしているかについて

は，「やや積極的」が４５.４％と最も高く，

「利用者からの要望があれば受ける」（３４.０

％），「かなり積極的」（１４.８％），「貸出をお

こなっていない」（５.３％）の順となってい

る。アプローチが重要と回答した割合に比

べて，実際はさほど積極的に対応していな

い状況にある。

アプローチについて「利用者から要望が

あれば受ける」「貸出をおこなっていない」

と回答した１４９農協に対して，積極的にア

プローチしていない理由について聞いた。

「員外への貸出にはリスクがあり不安」と

いう回答が６６.４％を占め，次いで「組合員

等へのアプローチの方が効果がある」

（２２.１％），「人手が足りなくて取り組めない」

（１８.８％），「管内に個人の員外者がほとんど
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（５５．６）�

（４５．８）�

（４０．２）�

（２９．９）�

（２７．２）�

（１６．７）�

（１６．４）�

（７．７）�

（５．３）�

（３．７）�

（２．１）�

（１４．６）�

（１０．３）�

第3図　組合員所得の動向が農協貸出金に�
及ぼす影響�

（注）　回答数３７８組合。　�

農業貸出金の減少�

自動車・消費財等
用のローンの減少�
貸出金の延滞の増加�

０� ２０� ４０� ６０�
（％）�

繰上げ償還の増加�

自己住宅資金の減少�

賃貸住宅資金の増加�

自己住宅資金の増加�

賃貸住宅資金の減少�
負債整理による貸
出金の増加�
生活資金用の貸出
金の増加�

その他�

自動車・消費財等
用のローンの増加�
農業投資用の貸出
金の増加�

４　員外個人向け貸出の

アプローチ状況



いない」（６.０％），「その他」（１２.８％）とな

っている。

貸出をおこなう際の対応方針について

は，「貸出をおこなうための必要条件とし

て組合員になってもらう」が６２.７％を占め

た。次いで「必要条件ではないが，組合員

になることを勧める」（２３.３％），「利用者か

ら加入希望があれば応じる」（５.８％），「特

に方針は決めていない」（３.７％）の順とな

っている。こうした対応方針のもとで，借

入をおこなう員外者が実際に組合員（准組

合員）になる割合は，「すべて」と回答し

た農協が４２.５％となっている。次いで「７

～９割」が３２.２％と比較的高く，「４～６

割」（８.４％），「１～３割」（１３.７％），「皆無」

（３.２％）となっている。平均すると員外者

のうち７５.６％が貸出をおこなう際に組合員

（准組合員）となっている状況にある。
（注４）

なお積極的に推進している商品としては

（複数回答），「自動車ローン」（７４.４％），

「住宅ローン」（５８.０％），「教育ローン」

（４１.７％）が比較的多く選択された（第４図）。

推進している商品が「特になし」という農

協は１７.４％であった。員外個人向けという

こともあり，非定型的で比較的リスクの高

い「賃貸住宅ローン」（６.１％）「事業性の資

金」（１.３％）の割合は低い状況にある。

（注４）平均値は各選択肢の中央値（例えば選択肢
「７～９割」の場合は中央値80％）を各農協の比
率とし，単純平均値を計算したものである。

農協の広域合併や支店統廃合等が進展す

るなかにあって，組合員や地域住民の意

見・要望をどのような方法で把握し，事

業・運営に反映しているのかについて聞い

た。

把握方法については（複数回答），「集落

座談会」（７４.５％），「部会を通して」（７４.５％），

「渉外担当者等が組合員宅訪問時に把握」

（７３.５％）が７割を超えており，「集落組織

の組合長会議」（５０.１％），「アンケートの実

施」（３０.５％）の順となった。地帯別にみる

と把握方法には違いがみられ，「集落座談

会」については，都市的農村（８２.８％）や

過疎地域（８３.９％）で割合が最も高く，「組

合員宅訪問時に把握」については，特定市

（８４.０％），中核都市（７７.６％）で，「部会を

通して」については農村（８０.８％）で最も

高くなっている。

組合員等からの要望等の反映方法につい

てみると（複数回答），「関係部署や担当に

伝える」（９７.６％），「記録をまとめる」
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第4図　員外個人向けに積極的に推進している�
商品（複数回答）�

（注）　回答数３７９組合。　�

０� ２０� ４０� ６０� ８０�
（％）�

（７４．７）�

（５８．０）�

（４１．７）�

（１９．８）�

（１９．５）�

（１７．４）�

（１１．９）�

（３．２）�

（６．１）�

（１．３）�

自動車ローン�

住宅ローン�

教育ローン�

リフォームローン�

カードローン�

特になし�

クローバローン�

賃貸住宅ローン�

事業性の資金�

その他�

５　組合員や地域住民の意見・

要望の把握，反映方法



（８６.７％），「組合長に報告」（７９.６％），「役員

会に報告」（７０.６％）が比較的多く選択され

ている（第３表）。把握方法ごとに反映方

法をみると，「集落座談会」（９２.５％），「ア

ンケートの実施」（９３.９％）については「記

録をまとめる」が最も多く，「部会を通じ

て」（９３.２％），「組合員宅訪問時に把握」

（９５.３％），「集落組織の組合長会議」（９０.５％）

については「関係部署や担当に伝える」が

最も多くなっており，把握方法により反映

方法にも違いがみられる。

最後に今回の調査によって明らかになっ

た点と，それが示唆するところについてま

とめてみたい。

７割以上の農協では組合員所得が減少し

ているとみており，また０２年度上期中に６

割以上の農協で個人貯金の伸び率が低下し

ている。長期化する不況により貯金財源が

伸び悩むなかで，

借入金の償還，

生活資金に充て

るための貯金の

取り崩し等が影

響しているもの

といえよう。

一方，貸出金

の伸び率はマイ

ナスで推移して

いる。生活資金，

農業資金等は減

少傾向が続いており，当面回復は難しいも

のとみられる。また一部に貸出金の延滞の

増加や負債整理による貸出金の増加等の動

きもみられる。長期不況の影響から組合員

所得の減少傾向は続くものとみられ，今後

ともこれらの動きに注意が必要となろう。

員外個人向けの貸出については，９割以

上の農協で重要性を認識しているが，実際

には貸出リスク等から積極的に取り組めな

い農協が多い。他業態との競合が強まって

いる住宅ローンについては６割程度の農協

が積極的に推進している状況にある。なお

実際に貸出をおこなう際には８割近くの員

外者が組合員（准組合員）となっている。

組合員や地域住民からの意見・要望の把

握方法については，都市部では渉外担当者

等が訪問時に把握することが比較的多く，

一方，農村部では集落座談会，部会を通し

て把握することが多い等地域差が大きいこ

とが分かった。

（研究員　長谷川晃生・はせがわこうせい）
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第3表　組合員や地域住民からの意見・要望の反映方法�
（単位　組合, ％）�

４．０�
１．４�
２．５�
３．６�
２．１�
２．６�

果
を
組
合
員
等
に
報
告�

要
望
等
を
実
行
し
た
結�
５０．７�
５３．０�
３２．０�
１８．８�
３４．９�
２７．８�

５０．７�
４９．５�
１６．０�
７．９�
２０．１�
４８．７�

７０．６�
７４．７�
３７．７�
１１．２�
４２．３�
７２．２�

７９．６�
８２．９�
６０．９�
２６．０�
６５．６�
８１．７�

伝
え
る�

関
係
部
署
や
担
当
に�

８６．７�
９２．５�
７６．５�
４５．８�
８４．７�
９３．９�

９７．６�
９０．４�
９３．２�
９５．３�
９０．５�
８８．７�

回
答
組
合
数�

記
録
を
ま
と
め
る�

組
合
長
に
報
告�

役
員
会
に
報
告�

広
報
誌
で
紹
介�

そ
の
他�

３７７�
２８１�
２８１�
２７７�
１８９�
１１５�

�
集落座談会�
部会を通じて�
組合員宅訪問時に把握�
集落組織の組合長会議�
アンケートの実施�

全国計�
�

把
握
方
法�

（注）　色網掛けは意見・要望の把握方法ごとに最も割合が高い項目。�

反映方法�
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情
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�情
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本稿は，（財）農村金融研究会が（株）農林

中金総合研究所の委託により実施した「第

１５回森林組合アンケート調査結果」の概要

を紹介するものである。

この調査は，森林組合の動向，当面する

諸課題などを把握し，森林組合系統の今後

の業務展開に資することを目的に，農林中

央金庫森林部，（株）農林中金総合研究所，

（財）農村金融研究会が連携して毎年実施し

ている。

平成１４年度の調査は，森林の管理・施業

に関する森林組合の現状と課題に重点を置

き，「地域住民や下流域自治体等と森林組

合の連携」「作業班の確保・養成対策」「森

林組合の不在村所有者対策」「森林組合と

農協との連携」などを取り上げた。

調査対象組合は，全国１,０４３（１４年３月末

現在）の森林組合のなかから，都道府県ご

との偏りが生じないように選定した１００組

合で，継続性維持の観点から原則として前

年と同一の組合である。

対象組合の平均像および全国の森林組合

との対比は，第１表のとおりで，その平均

値は全国のそれをかなり上回っている。例

えば，組合員数は１.９倍，組合員所有の森林

面積は２.０倍，組合の出資金は２.９倍などと

なっている。

主な事業の取扱高（１３年度，１組合当た

り平均）は，販売１億５,９００万円（前年比△

４.８％），購買３,８００万円（４.１％），加工１億

８,８００万円（△７.２％），利用３億４千万円

（△１.２％）で，購買を除きいずれも１２年度

を下回っている。

１２年度対比，減少した組合の割合を部門

別にみると，販売（５８.２％），購買（６１.６％）

加工（７２.３％），利用（５２.０％）であり，加

工部門で減少した組合が多くなっている。

また，損益の状況（同前）は，事業総利

森林組合の現状と課題
―― 「第15回森林組合アンケート調査」結果から ――

はじめに

１　調査対象組合の概況と特徴

情
�勢
�

第1表　調査対象組合の概況（全国の組合対比）�

組合数�

組合員数（人）�

常勤役職員数（人）�

作業班員数（人）�

組合員所有の森林面積（ha）�

出資金（百万円）�

（注）　全国の組合の計数は「森林組合統計」（平成１２年度）による。�

対象組合�
１００（Ａ）�

１００�

２，８１３�

２０�

６０�

１９，９６１�

１２３�

全国の組合�
（Ｂ）�

１，１５３�

１，４４８�

８�

３２�

９，９８３�

４２�

　　　 （Ａ/Ｂ）�

８.７％�

１.９倍�

２.５倍�

１.９倍�

２.０倍�

２.９倍�

２ 事業と経営の動向
――加工部門の不振が目立つ――



益１億４千万円，事業利益５００万円，経常

利益６００万円，税引前当期純利益９００万円と

なっている。

事業総利益は，全体ではすべての組合で

黒字だが，部門別にみると，利用部門を除

き，販売３組合，購買１組合，加工１６組合

が赤字となっている。

事業利益では，３６の組合で赤字を計上し

ており，地域別平均でみると，東北および

九州で赤字となっている組合が多い。また，

経常利益では２３の組合が，税引前当期純利

益では１８の組合が，赤字となっている。こ

のうち，東北が経常利益，税引前当期純利

益のいずれにおいても赤字となっている。

森林の保全，維持管理強化のために下流

域との連携が強く求められていることか

ら，連携して実施している事業の有無およ

びその内容について聞いたところ，「実施

している」組合が５５.０％で，その内容は，

「森林・山村体験学習」（３６.０％，複数回答）

が最も多く，次いで「住民・団体・自治体

などと共同での森林管理作業」（２１.０％，同），

「住民や団体などに対する森林購入の斡旋」

（１３.０％，同）である。

また，地域住民や下流域自治体等が，森

林の管理・施業費用を「負担している」と

する組合は５組合にすぎず，「負担してい

ない」とする組合が８８組合と圧倒的に多い

（残りの７組合は現在検討中）。負担の財源は，

「自治体の一般財源」４組合，「水道料に上

乗せして徴収」１組合である。

一方，組合管内の市町村・県などからの

支援・協力については，「組合員や森林組

合に対する林業機械購入代金の補助」

（５８.０％，複数回答）が一番多く，「指導事業

に対する補助」（５６.０％，同），「人件費・社

会保険料等の補助」（５５.０％，同）が続いて

いる。

山村の労働力確保が現場での重要な課題

であること，都市住民のボランティア活動

が労働力確保の点で注目されていること等

から，作業班員の確保・養成対策に関する

実情を聞いた。

作業班員数の確保状況は，「十分に確保

されている」（５１.０％）とするところが最も

多いが，地域別には，北陸，東海，近畿で

６０％を超えているのに対して，中国は３０％

台と低い。

「人数は確保されているが高齢」「季節的

な作業の繁閑にあわせた雇用が難しい」と

する意見もみられる。
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第2表　決算概況�

事業総利益�

経 常 利 益�

税引前利益�

１４４�

１２�

１３�

（注）　１１～１２年度と１３年度の対象組合は一部異なる。�

（単位 百万円, ％）�

１１年度�

１３５�

７�

７�

１２�

１４０�

６�

９�

１３�

３.７�

△１４.３�

２８.５�

１３�

増減率�

△６.２�

△４１.６�

△３８.４�

１２�

３　地域住民や下流域自治体等と
森林組合の連携について
――半数以上の組合が実施――

４ 作業班員などの確保・
養成対策について

――ボランテｲア活動への評価は賛否相半ば――



作業班員などの募集方法は，「自治体・

ハローワークを通じて募集」（５７.０％，複数

回答），「組合の役職員を通じて募集」

（４５.０％，同）が多く，今のところ募集方法

として「インターネットを活用」はまった

くみられない（第１図）。このほかでは，

「地元の農業高校へ求人依頼」「新聞にチラ

シをいれる」などをあげた組合もある。

ところで，作業班員にＩターン・Ｕター

ン者が「いる」組合は５８.０％であり，大都

市をかかえる地域で高くなっているのに対

し，北海道や東北では２０～３０％と低くなっ

ている。

Ｉ・Ｕターン者を現在の年齢別にみると，

最も多いのは，「３０～３９歳」（４２.１％）で，

以下「２０～２９歳」（３０.０％），「４０～４９歳」

（１８.０％）となっている。

Ｉ・Ｕターン者など，林業関係新規就業者

の確保・定着をはかるために行っている施

策としては，「福利厚生制度の充実」（５９.０％，

複数回答）が一番多く，次いで「賃金制度

の改善」（３０.０％，同），「労働条件の改善」

（２８.０％，同），「通年就業体制の確立」（２６.０

％，同）である。

また，森林組合管内でのボランティア活

動による森林の管理・施業が「行われてい

る」のは４１組合である。具体的形態は，

「地域住民など個人の立場での活動」

（５６.１％，複数回答）が最も多く，次いで

「非営利法人などの団体による取り組み」

（２６.８％，同）があげられる。このほか「漁

協が漁民の森を作り手入れ」「林業体験施

設を活用した学校の先生などの林業体験」

「県が漁民からボランティアを募集」など

もある。「企業単位でのボランティア活動」

としては，和歌山県中津村にユニチカ労働

組合が「企業の森」を設け，労働組合の組

合員がボランティアで森林づくりに取り組

んでいる事例もみられる。

約４割の組合でボランティア活動を実施

しているものの，その効果等については肯

定的評価をする組合と否定的評価をする組

合がほぼ同じ割合であるのが現状である。

すなわち，森林の管理・施業がボランティ

アの手によって行われることについては，

「多くの人に森林や林業に対する理解をも

ってもらうよい機会となる」（６０.０％，複数

回答）とする組合が多いが，「ボランティア

の人では，十分な管理・施業が行われなか

ったり危険が伴ったりするので，あまり好

ましくない」（５０.０％，同），「森林の管理・

施業は，本来森林組合が行うべきものであ

り，ボランティアなどに安易に頼るべきで

はない」（３１.０％，同）という否定的な意見

も多い。「作業班員の不足を補う有力な力

になる」（３.０％，同）とする組合は少数で

ある。このほか，「森林管理は技術が必要
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第1図　作業班員などの募集方法（複数回答）�
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なのに，誰にでもすぐにできると誤解され

ている」「ボランティア団体との事前打ち

合わせなどに時間がかかりすぎる」とする

組合もある（第３表）。

組合管内の森林所有者のうち，不在村所

有者数の割合（加重平均）は全国で２１.０％

だが，割合が高いのは，北海道（５３.０％），

近畿（３２.０％），東海（２８.０％）で東北（１６.０

％），北陸（１６.０％），関東・東山（６.０％）

は相対的に低く地域差が大きい。

不在村所有者に対する働きかけの方法は,

「電話での呼びかけ」（５０.０％，複数回答）が

一番多く，次いで「定期刊行

物の送付」（３４.０％，同），「ダ

イレクトメールの送付」（３４.０％，

同）であり，このほか，「管

内在住の親戚から連絡」「不

在村所有者の自宅に直接訪ね

て説明」「不在村所有者に対

するアンケート調査の実施」

などを行っている組合もみら

れる（第２図）。

これらの働きかけに対する不在村所有者

からの反応がある割合は，「電話での呼び

かけ」（８２.０％，複数回答），「ダイレクトメ

ールの送付」（７６.５％，同），「不在村所有者

の多い地域での組合独自の説明会」（８１.８％，

同），「組合に招いての説明」（８３.３％，同）

と８割前後の組合で何らかの反応がある。

不在村所有者から森林組合への具体的要

望は，「所有森林の管理・施業委託」（７５.０％,

複数回答）が圧倒的に多い。ついで「森林

管理・施業についての技術指導」「所有森

林についての定期的な状況連絡」の順であ

る。このほかでは，「森林の売買について

の相談」「森林の境界の確認」をあげた組

合もある。

森林組合員の資金需要に対して，地元の

農協がどのような対応をしているのかを中

心に，農協との連携の視点から調査を行っ

た。
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第3表　ボランティア活動の有無と森林の管理・施業について（複数回答）�

（単位 組合数, ％）�

合　計�

行われて�
いる�

行われて�
いない�

合 計�広く理解し�
てもらう良�
い機会�

ボランティア活動による森林の管理・施業�

作業班員�
不足を補�
完�

管理・施業�
が不十分、�
危険が伴う�

ボランティア�
に頼るべき�
ではない�

そ の 他 �

施
業
の
実
施
の
有
無�

に
よ
る
森
林
管
理
・�

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動�

５　森林組合の不在村所有者対策について

――働きかけは，5割の組合が

「電話での呼びかけ」――

６　農協との連携

――森林組合の組合員の

約8割は農協の組合員――

第2図　不在村所有者に対する働きかけ方法（複数回答）�

電話での呼びかけ�

定期刊行物の送付�

ダイレクトメールの送付�

「ふるさと森林会議」で説明�

組合独自の説明会開催�

組合に招いて説明�

（単位　％）�

0 25

（50）�

（34）�

（34）�

（24）�

（25）�

（11）�

（6）�

50(%)



森林組合の組合員が農協組合員

にもなっている割合が平均８割弱

で，その割合別の組合数の分布は

「８割未満」２８組合，「８割」３０組合，

「９～１０割」が４２組合である。

次に，組合員の農協からの借入

が，「ある」組合は１２.０％であり，

「ない」３９.０％，「わからない」４７.０

％，「現在はないが，過去にあった」

２.０％である。「ある」場合の資金使

途は，「生活資金や営農資金」（６１.５

％が大半で，林業関係の資金は少な

いが，なかには「素材生産にかかる運転資

金」をあげた組合もみられる。

このように組合員が制度資金を含む林業

資金の資金を農協から借り入れることにつ

いて，森林組合では，「農協で対応しても

らえるのであれば，森林組合としては可能」

（７４.０％）とするものが圧倒的に多いが，

「不可能」（１６.０％）や，「その他」（９.０％）

をあげる組合もある。「その他」の具体的

内容は「実務的には可能だが，森林組合も

金融事業をやっているので組合で取り扱い

たい」「可能かどうかは，金利などの農協

の対応条件による」「組合員が利用しやす

くなるのであれば可能」などである。

「不可能」とした組合の理由は，「農協の

組合員でない山林所有者には，農協は融資

できないのではないか」「森林の担保評価

や現地調査が，農協では難しい」「林業関

係資金の窓口は，森林組合が基本であるべ

き」「農協に申し込んでも，森林の担保価

値が無いなどの理由で農協は融資しないの

ではないか」などであった。調査の結果か

らは，農協組合員になっている者の割合が

高くなるほど，「可能」とする割合が高く

なる（第４表）。

なお，森林組合と農協が連携して実施し

ている事業は，「特にない」（８４.０％）とす

る組合が圧倒的に多かったが，「ある」

（８.０％）と回答したところでは，「加工販売

事業を共同で実施」「森林組合の作業班に

よる農作業の受託」「農協が関与している

農作業受託会社などによる森林管理・施業

の受託」などがみられる。

第１５回にあたる今回の調査は，「森林・

林業基本法」が施行されて２年目に入り，

国民の間に森林の多面的機能についての理

解が急速に浸透しつつあり，高知県が「森

林環境税」としての取組みを決定している

ほか，多数の県等が財政支援や独自課税な
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どの具体的検討を開始しているなかでの調

査である。

調査結果から，「山の守り手」としての

国民の期待に応えるために，必要な人・財

源の確保，森林所有者への働きかけなどに

ついて，大方の森林組合が，依然として対

応に苦慮している様子が読みとれる。しか

しながら，「下流域自治体等との連携によ

る森林整備財源の確保」「採用・研修体系

の整備による意欲的な森林技術者の確保」

「不在村森林所有者に対する全国規模での

働きかけ」など，まだまだ数は少ないもの

の，森林・林業の健全な維持・発展に向け

た，いくつかの新しい取組みがみられるこ

とは，今後の全国的な展開につながる動き

として注目される。

森林組合系統が取り組んでいる「森林組

合改革プラン」が，全国各地で具体的な実践

活動に移され，国民の期待に応えうる森林組

合として発展していくことが期待される。

（（財）農村金融研究会調査研究部長

林　省一・はやししょういち）



均の１.２～２.６倍であり，漁業種類や地域特

性を反映して組合間の格差は大きいものと

なっている。対象漁協の２００２年３月末の１

組合当たり職員数は２０.２人（全国平均は９.７人）
（注）

であるが，最少の２人から最多の１６０人ま

でその差は大きい。

（注） 全国漁業協同組合連合会（2002）『2000年度
漁業協同組合統計表』

０２年３月末の１組合当たり組合員数は

４４４.５人，うち正組合員数は２５４.１人で，正

組合員比率は５７.２％である。前年同月比の

増減率は，組合員△３.４％，正組合員△５.９％

で，正組合員の減少が目立っている。また，

正組合員に占める７０歳以上の割合は平均で

２７.６％となっている。

また，漁業の後継者問題について尋ねた

ところ，「不足である」との回答割合が全

体では７４.０％と４分の３を占めている。正

組合員に占める７０歳以上の割合と後継者不

足との関係をみると，「不足である」との

回答割合は，７０歳以上の割合が１割未満の

漁協では１６.７％と低いが，１～２割未満で

は７３.１％，２～３割未満では７０.６％，３～

４割未満では８８.９％，４割以上では１００.０％

と高くなっている。
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漁協信用事業アンケート調査は，漁協と

信漁連の協力を得て，（財）農村金融研究会，

農林中央金庫水産部及び当総合研究所が共

同で毎年実施している調査である。本調査

の主な目的は，残高試算表からは把握する

ことが困難な漁協信用事業の実態を明らか

にすることにおかれている。２００２年度の調

査では，定例の貯金・貸出金や事業収益の

動向に加えて，ペイオフへの組合の対応と

利用者の対策，今後貯金増強が期待できる

財源，正組合員の資金需要，漁協の貸出推

進方策，信用保証の位置付け，経済事業の

運転資金等に関する調査項目を設けた。

本稿では，（財）農村金融研究会作成の調

査報告書をもとに，貯金と貸出の動向を中

心に調査結果を紹介することにしたい。

アンケート調査の対象漁協は，全国の沿

海地区漁協の中から，地域分布等を考慮し

て選定された１００組合であり，このうち３３

組合は信漁連に信用事業を譲渡している。

対象漁協の組合員数，職員数，貯金残高，

事業総利益といった規模はおおむね全国平

４４-４２４

第21回漁協信用事業アンケート調査結果の概要

はじめに

１　アンケート回答漁協の概況

２　組合員の動向



０１年度の１組合当たりの事業総利益は，

前年比１.３％増の１億６,２４８万円となった

（第１表）。

事業総利益の内訳をみると，信用事業総

利益（信用事業を営む漁協のみ）の前年比増

減率は，００年度の△５.１％から０１年度には

△１４.３％へと減少幅が拡大した。一方，販

売事業総利益と購買事業総利益について

は，００年度は，各々△６.７％，△７.９％とい

ずれも前年比減だったが，０１年度は，販売

事業総利益５.２％，購買事業総利益１４.９％と

前年比増に転じている。この結果，事業利

益は前年比４.４％増の３,２１６万円となった。

経常利益は、補償金や補助金を中心とす

る事業外収益が６.０％減少したため，４７０万

円にとどまった。
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信漁連に信用事業を譲渡した漁協を含む

対象漁協の貯金残高と貸出金残高を第２表

に示した。これをみると，０１年度の１組合

当たりの貯金残高は２８.０億円となった。０１

年度の前年比増減率は△１.６％となり，００

年度の△０.５％に比べて，マイナス幅が拡

大した。

貯金種類別にみると，当座性貯金残高は４.９％

増の９.３億円，定期性貯金残高は△４.５％の１８.７

億円となった。

さらに預り先別にみると，漁家経済の低

迷を反映して組合員からの貯金が２年連続

で前年比減少となった。

０１年度の貸出金残高（制度資金を含む）

は前年比△１.５％の７.８億円であり，長・短

別にみると，短期資金残高は△３.０％の３.０

４５-４２５

３　2001年度収支の動向 ４　貯金・貸出金の概況

第1表　経営収支の推移�

（単位　万円, ％）�

事業総利益�

　　うち信用事業�

　　　　販売事業�

　　　　購買事業�

事業管理費�

事業利益�

事業外収益�

　　うち補償金�

経常利益�

税引前当期利益�

当期未処分剰余金�

１６，２４８�

１，９６４�

５，８６１�

２，７７７�

１３，０３２�

３，２１６�

５，８４７�

８７５�

４７０�

５９５�

△２，０４４�

００�

実数� 前年比増減率�

０１年度�

△４．９�

△５．１�

△６．７�

△７．９�

△５．０�

△４．２�

１１．８�

５９．９�

△２９．９�

△３６．０�

－�

１．３�

△１４．３�

５．２�

１４．９�

０．６�

４．４�

△６．０�

△１８．５�

９．３�

３１．５�

－�

０１�

（注）　信用事業総利益は,信用事業を営む６１組合の集計。�
それ以外は８９組合（すべての計数を３か年集計でき�
る組合）の集計。�

第2表　対象漁協の貯金残高と貸出金残高�

（単位　億円, ％）�

貯金残高�

　　うち当座性貯金�

　　　　定期性貯金�

　　組合員�

　　地方公共団体�

　　その他�

２８．０�

９．３�

１８．７�

１８．１�

１．３�

８．８�

７．８�

３．０�

４．９�

６．７�

０．３�

０．９�

�

００�

実数� 前年比増減率�

０１年度�

△０．５�

△３．１�

０．７�

△２．６�

７．０�

３．０�

△２．３�

△２．７�

△２．０�

△４．７�

２８．６�

７．３�

△１．６�

４．９�

△４．５�

△２．２�

△５．３�

０．５�

△１．５�

△３．０�

△０．５�

△０．２�

△１３．３�

△５．９�

０１�

（注）　９５組合の集計。�
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　　うち短期貸出金�

　　　　長期貸出金�

　　組合員�

　　地方公共団体�
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億円，長期資金残高は△０.５％の４.９億円と

なっている。貸出先別にみると，貯金と同

様に，組合員への貸出金残高が２年連続で

前年を下回った。

この結果，０１年度の貯貸率は２８.０％とな

った。

（１） ペイオフ関連

ａ　組合員に対する漁協の説明

０２年４月に定期預貯金についてペイオ

フ凍結が解除された。凍結解除に際して，

漁協が組合員に対して説明を行った割合は

７８.０％であり，大半の漁協が説明を行った。

組合員貯金残高別にみると，残高が多い漁

協ほど説明を行った割合は高く，１０億円未

満の漁協では７７.４％，１０～２０億円未満の漁

協では６０.６％だが，２０～３０億円未満の漁協

では９４.７％，３０億円以上の漁協では１００％

と高くなっている。
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説明の方法は，「窓口」（６６.７％）が最も

多く，「総（代）会」３７.２％，「電話」２１.８％

で，「訪問」は１５.４％となっている。

また漁協が組合員に説明した内容は，

「貯金保険制度」が８９.７％で最も多く，次

いで「相互援助制度」８５.９％，「組合経営

の安定性」６５.４％となっている。

漁協の説明で組合員から最も納得・理解

が得られた内容は，「貯金保険制度」４５.３

％，「組合経営の安定性」２８.４％，「相互援

助制度」２４.２％となっている。

ｂ　貯金への影響

ペイオフ対策とみられる貯金の動きのう

ち，他の金融機関から漁協への預け替えが

みられた割合は４８.０％で，件数は平均４.２件

である。

一方，漁協から他の金融機関への預け替

えがみられた割合は４９.０％で，件数は平均４.４

件であり，他への預け替えと同程度となっ

ている。貯金取り崩しによる土地・株式・

４６-４２６

５　貯金関連の動き

第3表　今後貯金増強が期待できる財源（複数回答）�
（単位　組合, ％）�

そ
の
他�

１．０�
０．０�
０．０�
２．９�
０．０�
０．０�
０．０�
０．０�
４．５�
０．０�

も
の
は
な
い�

期
待
で
き
る�

１８．０�
０．０�
１５．４�
２３．５�
１１．１�
３０．８�
２８．１�
２６．３�
９．１�
８．０�

０．０�
０．０�
０．０�
０．０�
０．０�
０．０�
０．０�
０．０�
０．０�
０．０�
�

２．０�
０．０�
０．０�
２．９�
０．０�
７．７�
３．１�
０．０�
０．０�
４．０�

７．０�
０．０�
７．７�
１１．８�
５．６�
０．０�
０．０�
１０．５�
９．１�
１２．０�

９．０�
０．０�
１１．５�
５．９�
１１．１�
１５．４�
９．４�
１５．８�
１３．６�
０．０�

勤
労
収
入�

漁
業
以
外
の�

補
償
金�

公
金�

水
産
加
工
収
入�

土
地
代
金�

１７．０�
０．０�
１５．４�
２６．５�
１６．７�
７．７�
２１．９�
２１．１�
１３．６�
１２．０�

ら
の
預
け
替
え�

他
金
融
機
関
か�

３３．０�
５０．０�
２３．１�
３８．２�
３３．３�
３８．５�
３１．３�
３６．８�
２７．３�
３６．０�

４７．０�
１００．０�
５３．８�
３８．２�
５０．０�
２３．１�
２８．１�
３１．６�
７２．７�
５６．０�

年
金
収
入�

漁
業
収
入�

５６．０�
３３．３�
５７．７�
６１．８�
６１．１�
３０．８�
５９．４�
５２．６�
５４．５�
５６．０�

回
答
組
合
数�

１００�
６�
２６�
３４�
１８�
１３�
３２�
１９�
２２�
２５�

�
１割未満�
１～２�
２～３�
３～４�
４以上�
５億円未満�
５～１０�
１０～２０�
２０以上�

合　計�

（注）　色網掛けは各行で割合が最も高いことを示す。　�

　 

歳
以
上
の
割
合�

正
組
合
員
に
占
め
る�

水
揚
金
額�

７０�



金等への投資がみられた割合は３.０％とわ

ずかである。また，定期性貯金から当座性

貯金への振り替えがみられた割合は４９.０％

で件数は平均７.０件である。

（２） 今後，貯金増強が期待できる財源

今後，漁協貯金の増強を期待できる財源

はどこにあるのだろうか。アンケート調査

結果によると，「年金収入」が５６.０％で最

も多く，次いで「漁業収入」４７.０％，「他

金融機関からの預け替え」３３.０％が高い

（第３表）。

正組合員に占める７０歳以上の割合別にみ

ると，１割未満の漁協では「漁業収入」の

割合が最も高いが，１～４割未満の漁協で

はいずれも「年金収入」の割合が最も高く，

６０％前後となっている。しかし，４割以

上の漁協では，「期待できるものはない」

の割合が３０.８％と，他の属性に比べて高く

なっている。

一方，水揚金額別にみると，１０億円未満

の漁協では「年金収入」，１０～２０億円未満

の漁協では「漁業収入」，２０億円以上の漁
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協では「年金収入」と「漁業収入」が最も

高くなっている。また，１０億円未満の漁協

では「期待できるものはない」や「漁業以外

の勤労収入」が２～３割を占めており，２０

億円以上の漁協に比べて高くなっている。

次に貸出について，漁協にとっての貸出

業務の必要性，資金需要と借入先及び漁協

の貸出推進方策をみてみよう。

（１） 貸出業務の位置付け

貸出は漁協にとって重要な機能と認識さ

れている。組合にとって貸出業務の位置付

けを聞いたところ，「組合員・利用者にと

って必要」とする回答割合が９０.０％を占め

ている。

（２） 正組合員の資金需要

第４表に正組合員の資金需要の有無を示

した。資金需要が「ある」と回答した割合

は，短期漁業資金で４０.０％，長期漁業資金

４７-４２７

６　貸出の動向

第4表　水揚金額別にみた貸出需要�
（単位　件, ％）�

３１．０�
５０．０�
３６．８�
２２．７�
１２．０�

２７．０�
３４．４�
３６．８�
２２．７�
１６．０�

少
し
あ
る�

ほ
と
ん
ど
な
い�

４０．０�
１５．６�
２６．３�
５０．０�
７２．０�

あ
る�

１００�
３２�
１９�
２２�
２５�

�
５億円未満�
５～１０�
１０～２０�
２０以上�

合　計�

（注）　色網掛けは各金額層で割合が最も高いことを示す。　�
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０．０�
０．０�
４．５�
０．０�
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か
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な
い�

１８．０�
３４．４�
１５．８�
４．５�
１２．０�

４７．０�
５０．０�
３６．８�
６３．６�
４０．０�

少
し
あ
る�

ほ
と
ん
ど
な
い�

３３．０�
１２．５�
４７．４�
３１．８�
４８．０�

あ
る�

２．０�
３．１�
０．０�
０．０�
０．０�

わ
か
ら
な
い�

２７．０�
２５．０�
３１．６�
２２．７�
３２．０�

４２．０�
５６．３�
４２．１�
４５．５�
２４．０�

少
し
あ
る�

ほ
と
ん
ど
な
い�

２８．０�
１８．８�
２６．３�
２７．３�
４０．０�

あ
る�

３．０�
０．０�
０．０�
４．５�
４．０�

わ
か
ら
な
い�

３５．０�
３７．５�
３１．６�
４０．９�
３２．０�

３６．０�
４３．８�
４２．１�
３６．４�
２４．０�

少
し
あ
る�

ほ
と
ん
ど
な
い�

２３．０�
１２．５�
２６．３�
２２．７�
３６．０�

あ
る�

６．０�
６．３�
０．０�
０．０�
８．０�

わ
か
ら
な
い�

短期漁業資金需要� 長期漁業資金需要� 短期生活資金需要� 長期生活資金需要�



で３３.０％，短期生活資金で２８.０％，長期生

活資金で２３.０％となっており，漁業資金で

需要がある割合が比較的高い。

水揚金額別に資金需要をみると，短期漁

業資金需要や短期生活資金需要は，水揚金

額が多いほど，「ある」の回答割合が高く

なっている。

（３） 正組合員の借入先

資金需要が「ある」ないし「少しある」

と回答した漁協における正組合員の借入先

をみると，漁業資金では，「大部分を組合」

が９４.４％と高く，「半分を組合」３.３％，「大

部分を他金融機関」２.２％となっている。

一方，生活資金では，漁業資金に比べて，

「大部分を組合」は４６.９％と低く，「半分を

組合」（４２.０％）と「大部分を他金融機関」

（９.９％）が高くなっている。

前述した貯金増強が期待できる財源別に

正組合員の生活資金の借入先をみたものが

第５表である。貯金財源が漁業収入の場合

には，借入先が「大部分を組合」の割合が

比較的高い。しかし，財源が年金収入や漁
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業以外の勤労収入の場合には，借入先が

「半分を組合」や「大部分を他金融機関」

の割合が相対的に高くなっている。

漁業資金と生活資金の両方について，正

組合員の借入先を「半分を組合」「大部分

を他金融機関」「その他」と回答した組合

に，正組合員が他金融機関から借り入れた

理由を尋ねたところ，漁業資金では，「手

続きが簡単」の割合が６０.０％で最も高い。

生活資金では，漁業資金と同様に「手続き

が簡単」の割合が４０.５％で最も高く，この

ほかに，「給与・年金等の受取口座がある」

（３３.３％）や「低金利」（３１.０％）も高くなっ

ている。

（４） 貸出の推進方策と審査時に重視

するポイント

漁協が貸出推進を実施しているかどうか

をみると，「推進している」割合が７６.０％，

「推進していない」の割合が２４.０％となっ

ている。

資金需要が「ある」と回答した漁協につ

いて，「推進している」割合をみると，短

期漁業資金需要が「ある」と

回答した場合には７２.５％，長

期漁業資金では７２.７％，短期

生活資金では６７.９％，長期生

活資金では８２.６％となってい

る。

推進を実施している漁協の

推進方法としては，「窓口で推

進」が７７.６％，「借入ニーズ等

の情報を収集して個別推進」

４８-４２８

第5表　貯金増強が期待できる財源別にみた�

正組合員の生活資金の借入先�
（単位　組合, ％）�

８１�

４０�

４５�

１３�

�

漁業収入�

年金収入�

漁業以外の勤労収入�

合　計�

（注）　色網掛けは合計を１０ポイント以上上回ることを示す。�
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１．２�

２．５�

２．２�

０．０�

その他�
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が３２.９％，「訪問して推進」が１４.５％，「そ

の他」７.９％となっている。「その他」とし

ては，「チラシの配布」「婦人部の集会時に

ＰＲ」「漁協だよりに掲示し推進」等があ

げられている。

推進していない理由をみると，「必要に

応じて組合員等が相談に来る」「推進して

まで信用リスクを増加させる必要はない」

「人員不足」など，推進の必要性が低いこ

とや推進が困難な状況にあることをあげる

漁協が多い。

また，漁協が正組合員の貸出審査の際に

特に重視する事項をみると，「経営実績」が

８２.０％で最も多く，次いで「経営能力」「担

保」「保証人」「事業計画」が続いている。

本稿では，アンケート調査結果より，漁

協の貯金と貸出の動向をみてきた。最後に

簡単にまとめよう。

漁協の今後の貯金増強が期待できる財源

については，年金と漁業収入をあげる漁協

が多い。特に正組合員に占める高齢者の割

合が高い漁協では年金収入の割合が高い。

しかし，正組合員に占める高齢者の割合が

高い漁協では，後継者問題がより深刻であ

り，組合員数の減少による影響が懸念され

る。

一方，貸出については，漁協にとって必

要な機能と認識されており，相応の資金需

要がうかがえる。漁業資金については正組

合員は大半を漁協から借り入れているが，

生活資金については，需要はあるものの，

他金融機関から借り入れている割合が高く

なっている。生活資金への積極的取組みも

含めた推進体制の整備が課題と思われる。

（研究員　尾高恵美・おだかめぐみ）

４９-４２９

おわりに



が逆ざやとなっている。その主因は，バブ

ル期に予定利率を６％程度まで引上げ，簡

易保険等に対抗して契約獲得競争を行って

きたが，その後の超低金利で資金運用利回

りが大幅に低下したことである。この利差

損はいまのところ死差益，費差益で補填し

ているものの，利益は薄くなっているとみ

られる。

３　 厳しい生保の経営状況

生保の経営を厳しくしているのは，上記

の逆ざやのほかに次の２つの原因がある。

１つは，生保は将来の保険金支払いのた

めに契約者から集めた保険料から責任準備

金を積み立て，それを有価証券，貸付，不

動産投資等で運用しているが，バブル崩壊

後，株価や地価が著しく低下した影響で資

産価格が大幅に低下し，含み益の減少や含

み損の拡大，資本の減少等が生じているこ

とである。１９９７年以降，中堅生保７社が破

綻したが，大半はこうした資産の悪化が主

因とみられている。

２つ目は，保険の解約の増加，新規契約

の減少等で保有契約高が９６年をピークに減

少傾向が続いていることである。死亡保障

を内容とする保険市場は既に飽和状態にな

っており，利用者の中心をなしている団塊

の世代も高齢化し，高額の死亡保障が必要

なくなっているためともいわれている。保

有契約高の減少は保険料収入の長期的な減

少をもたらし，経営への影響は大きいもの

と思われる。

政府は，こうした生保の厳しい状況から

さらなる破綻の発生を防ぐために，既契約
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組合金融の動き�組合金融の動き�

１　はじめに

生命保険の予定利率引下げについての動

き，議論が活発になっている。これは，株，

不動産等の資産価格の低下や，低金利の長

期化による運用収益の低下等により，経営

が厳しくなっている生保が多いなかで，当

初契約者と約束した予定利率を引き下げる

ことで契約者にも負担を課し（保険料の引

上げ，または保険金の削減），生保の救済を

はかろうとするものである。もし予定利率

の引下げが実施されれば，長引く不況とリ

ストラで所得が低下している契約者，国民

の家計にも大きな影響を与える可能性があ

る。

本稿では，生保が抱えている「逆ざや」

や経営の諸問題点についてみてみたい。

２　「予定利率」「逆ざや」とは

生保が保険料を算出するには，統計をも

とに予測した予定死亡率，資金運用の利回

りを予想した予定利率，事業運営に必要な

経費率を見込んだ予定事業費率をもとにし

ている。これらの比率は保険会社の経営を

安定させ，保険金の支払いを確実にするた

めに，余裕をもって設定されており，実際

の死亡率が予定死亡率を下回って生じた利

益を死差益，実際の運用利回りが予定利率

を上回って生じた利益を利差益，実際の事

業費の比率が予定事業費率を下回って生じ

た利益を費差益と言い，この３つが保険会

社の利益の主要な源泉となっている。

逆ざやは，見込み違い等から利差益がマ

イナスとなり，利差損となった状態のこと

で，外資系を除いた従来の生保のほとんど

５０-４３０

生保の経営と予定利率引下げ問題について
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の予定利率の引下げによって，逆ざやの解

消をはかる救済の検討を進めている。予定

利率を引き下げるためには保険業法の改正

が必要であり，今国会への改正案の提出を

予定しているといわれている。

一方，生保業界の方は，予定利率の引下

げには消極的な姿勢もみられ，予定利率の

引下げによって，解約が急増することを心

配しているといわれている。

４　 今後の注目点

予定利率引下げをめぐる各議論のなかで

特に注目しておきたいのは次の２点であ

る。

１つは，「生保の経営は厳しい状況にき

ており，予定利率を引き下げないまま破綻

した場合，契約者の負担はさらに大きくな

る」としながらも，これまで契約者，国民

に対し生保の経営内容，不振に陥った理由

等について，生保から十分な内容開示，説

明が行われず，予定利率引下げの影響，効

果についても数字的な裏づけが全く示され

ていない，ということである。いたずらに

契約者の不安をかき立てる恐れがある，と

する意見もあるが，こうしたディスクロー

ジャーの遅れ，説明不足がさらに生保への

不信感につながっている可能性がある。

もう１つは，予定利率を引き下げること

で逆ざやは解消できても，解約等の増加に

よる保有契約高の減少とそれにともなう保

険料収入の減少，資産価格の低下による影

響は防げないということである。

今後，予定利率の引下げがやむを得ない

生保も想定されよう。その場合は生保自ら，

予定利率を引下げしなければならない経営

状況とその原因，経営責任を契約者，国民

にわかりやすい形で示すとともに，従来か

らの営業体制の改革も含めた抜本的な経営

の構造改革案を示し，契約者の了解を得て

いくことが必要であると思われる。

＜参考文献＞
・週刊東洋経済PLUS（2003）『図解 銀行と生保
が危ない』2月19日，38～51頁
・片山顕市（2003）「平成14年度上半期報告にみ
る漢字生保10社の厳しい現実」『共済総研レポー
ト』2月
・小西秀（2003）「予定利率問題から見える生保
の弱さ」『Tokyo Financial Journal』2月25日
・牛越博文（2003）「生保はここまで腐っている」
『文芸春秋』5月

（２００３年５月７日記）

（主席研究員　本田敏裕・ほんだとしひろ）

５１-４３１

生命保険会社の14年度上半期の実績�

生保４２社�
日生�

第一�

住友�

明治�

朝日�

安田�

三井�

６１６，４０６�

１０６，１８７�

６９，８５２�

６４，５８７�

４１，１１１�

２８，０１６�

３０，１４８�

１９，２０６�

う
ち
大
手
７
社�

新 契 約 �

個人保険�
個人年金�
保険�

前年同�
期比�

保険金・年�
金・給付金・�
解約返戻�
金・事業費�

資料　生命保険協会ホームページ掲載データより筆者作成�

９５.８�

１１８.２�

１０６.２�

８３.５�

８７.７�

８６.６�

８７.６�

１０６.０�

１３，０２４，５４８�

３，０００，６２３�

２，１６５，９８８�

１，９４２，２５２�

１，１８４，８２３�

７２７，７３０�

６９１，１６０�

６０４，０６５�

保 有 契 約 �

個人保険�
個人年金�
保険�

前年同�
期比�

９６.４�

９６.６�

９６.９�

９５.２�

９５.１�

８７.８�

９４.９�

９４.５�

１４３，５２７�

３１，１３５�

２０，７３０�

１４，９９２�

１２，５４６�

４，７３４�

７，５５１�

５，２１６�

主 要 収 支 �

収入保険�
料・利息配�
当収入�

ソルベン�
シー・マー�
ジン比率�
�

前年同�
期比�

９９.６�

９９.４�

９７.６�

９２.８�

１０２.２�

６９.８�

９０.７�

８３.５�

１，８１２，２２２�

４３９，５９２�

２９５，５３３�

２２２，６２８�

１６２，８０７�

７１，６４５�

９７，６３３�

８０，１６２�

総資産�前年同�
期比�

９７.４�

１０１.４�

９９.１�

９５.４�

９６.３�

６７.７�

９８.１�

８９.１�

－�

６３２.０�

５６９.２�

４５２.２�

５５３.０�

４１４.０�

６７３.９�

４６５.４�

１２３，５０４�

２３，１８２�

１７，１７６�

１５，２４１�

１１，６８２�

７，６５６�

６，７４１�

６，２２５�

前年同�
期比�

９４.８�

１０１.５�

１０９.７�

１１１.１�

１１８.８�

８７.６�

９７.５�

６５.９�

（単位 億円, ％）�



統　計　資　料

目　　次

統計資料照会先　農林中金総合研究所調査第一部
ＴＥＬ０３（３２４３）７３５１
ＦＡＸ０３（３２４６）１９８４

利用上の注意（本誌全般にわたる統計数値）

１　数字は単位未満四捨五入しているので合計と内訳が不突合の場合がある。
２　表中の記号の用法は次のとおりである。
「０」単位未満の数字　「‐」皆無または該当数字なし
「…」数字未詳　　　　「△」負数または減少

農林金融2003・6
５２-４３２

1．農林中央金庫　資金概況　（海外勘定を除く） ……………………………………（53）

2．農林中央金庫　団体別・科目別・預金残高　（海外勘定を除く） ………………（53）

3．農林中央金庫　団体別・科目別・貸出金残高　（海外勘定を除く） ……………（53）

4．農林中央金庫　主要勘定　（海外勘定を除く） ……………………………………（54）

5．信用農業協同組合連合会　主要勘定 …………………………………………………（54）

6．農業協同組合　主要勘定 ………………………………………………………………（54）

7．信用漁業協同組合連合会　主要勘定 …………………………………………………（56）

8．漁業協同組合　主要勘定 ………………………………………………………………（56）

9．金融機関別預貯金残高 …………………………………………………………………（57）

10．金融機関別貸出金残高 …………………………………………………………………（58）



（単位  百万円）�

団 体 別 � 手 形 貸 付 � 計�当 座 貸 越 � 割 引 手 形 �証 書 貸 付 �

系�

計�

その他系統団体等小計�

会 員 小 計�

そ の 他 会 員�

森 林 団 体�

水 産 団 体�

開 拓 団 体�

農 業 団 体�

合 　 計�

そ の 他�

関 連 産 業�

等�

体�

団�

統�

（注）　単位未満切り捨てのため他表と一致しない場合がある。�

（単位  百万円）�

（単位  百万円）�

１． 農 林 中 央 金 庫 資 金 概 況 �

現 　 金 �
預 け 金 �

貸借共通�
合　　計�有価証券� 貸 出 金 � そ の 他 �預 　 金 � 発行債券� そ の 他 �年 月 日 �

普通預金� 計�当座預金� 別段預金� 公金預金�定期預金� 通知預金�

会 員 以 外 の 者 計 �

会 員 計�

そ の 他 会 員�

森 林 団 体�

水 産 団 体�

農 業 団 体�

合 　 計 �

団 体 別 �

２． 農林中央金庫・団体別・科目別・預金残高�
２００３年２月末現在�

２００３年２月末現在�

３． 農林中央金庫・団体別・科目別・貸出金残高�

１９９８． ２ ２８ ，０２７ ，２７３ ７ ，８１４ ，８４４ １４ ，５９５ ，７１１ ６ ，６９１ ，００３ １０ ，３４２ ，８０５ １６ ，９６４ ，２６１ １６ ，４３９ ，７５９ ５０ ，４３７ ，８２８�
１９９９． ２ ２６ ，９６３ ，４７２ ７ ，２８２ ，６６５ １４ ，０２２ ，６１６ ４ ，４０４ ，３１７ １３ ，１１４ ，４０６ １４ ，６８４ ，９１０ １６ ，０６５ ，１２０ ４８ ，２６８ ，７５３�
２０００． ２ ３２ ，１９０ ，９１６ ７ ，０４５ ，７５３ １０ ，６９１ ，７４７ ３ ，１２５ ，６５２ １５ ，０８８ ，５３１ ２１ ，８２１ ，４３０ ９ ，８９２ ，８０３ ４９ ，９２８ ，４１６�
２００１． ２ ３３ ，２３９ ，７６２ ６ ，５６２ ，８１５ １４ ，３２０ ，０６２ ２ ，８９９ ，５８２ ２０ ，９８２ ，４９２ ２２ ，３９３ ，９３７ ７ ，８４６ ，６２８ ５４ ，１２２ ，６３９�
２００２． ２ ３７ ，６３３ ，２８４ ６ ，０５９ ，５５５ ９ ，５９１ ，４２５ １ ，６３６ ，１４３ ２２ ，９０８ ，００６ ２４ ，８９０ ，７４８ ３ ，８４９ ，３６７ ５３ ，２８４ ，２６４�
 �
２００２． ９ ３８ ，２７７ ，９４２ ５ ，７９８ ，３０６ ９ ，８７４ ，６４０ １ ，１４３ ，６８４ ２３ ，５２０ ，４８０ ２２ ，３３８ ，０２０ ６ ，９４８ ，７０４ ５３ ，９５０ ，８８８�
 １０ ３８ ，９３２ ，８６７ ５ ，７８５ ，３００ １１ ，３２７ ，７９６ １ ，１８７ ，６４３ ２５ ，２１８ ，５８９ ２２ ，２１９ ，５０５ ７ ，４２０ ，２２６ ５６ ，０４５ ，９６３�
 １１ ３８ ，９００ ，８３４ ５ ，８０７ ，６５１ １１ ，５４９ ，５４５ １ ，１０１ ，４８７ ２６ ，６９５ ，１１３ ２１ ，４３７ ，７４０ ７ ，０２３ ，６９０ ５６ ，２５８ ，０３０�
 １２ ３９ ，１１６ ，１３４ ５ ，８３０ ，８６２ １１ ，４６７ ，７８０ １ ，１２８ ，６１７ ２６ ，８０４ ，１４９ ２０ ，４５９ ，７１８ ８ ，０２２ ，２９２ ５６ ，４１４ ，７７６�
２００３． １ ３８ ，９８１ ，０４４ ５ ，８４１ ，５３６ １０ ，９４８ ，９０９ １ ，０３２ ，０３４ ２８ ，０２８ ，１１１ １９ ，８７８ ，８３４ ６ ，８３２ ，５１０ ５５ ，７７１ ，４８９�
 ２ ３９ ，１７８ ，９９１ ５ ，８５９ ，８７９ １１ ，０６４ ，４５７ １ ，０８４ ，５０８ ２７ ，８６３ ，６５９ １９ ，４８５ ，４３０ ７ ，６６９ ，７３０ ５６ ，１０３ ，３２７�
 

 ３３ ，０９６ ，５１８ ４ ，９８２ １ ，１５５ ，３７９ １５ １２２ ，４２２ - ３４ ，３７９ ，３１６�

 １ ，１９８ ，２８９ - ８１ ，９８６ ８ １１ ，７４８ - １ ，２９２ ，０３０�

 ２ ，４８５ １ ２ ，１２８ ７ １２７ - ４ ，７４８�

 ４ ，１２７ - ８ ，９１１ - ２４４ - １３ ，２８２�

 ３４ ，３０１ ，４１８ ４ ，９８３ １ ，２４８ ，４０３ ３１ １３４ ，５４１ - ３５ ，６８９ ，３７７�

 ６５０ ，８４８ １５２ ，０５９ ４５１ ，８１３ １１１ ，２４４ ２ ，１０３ ，２９４ ２０ ，３５７ ３ ，４８９ ，６１４�

 ３４ ，９５２ ，２６７ １５７ ，０４２ １ ，７００ ，２１６ １１１ ，２７５ ２ ，２３７ ，８３５ ２０ ，３５７ ３９ ，１７８ ，９９１�

�

 ６５ ，７８５ ８２０ ，０１３ ２３ ，３５８ １０ ９０９ ，１６６�

 ７１３ ３１２ -  -  １ ，０２５�

 ８２ ，２２３ ３５ ，０１０ ４７ ，６２７ ３２３ １６５ ，１８２�

 １２ ，６８８ １６ ，６３４ ２ ，７６０ ５７ ３２ ，１３９�

 -  ４２１ １６０ -  ５８１�

 １６１ ，４０９ ８７２ ，３８９ ７３ ，９０５ ３９０ １ ，１０８ ，０９３�

 ３６５ ，９５６ ３３ ，８５５ １７５ ，２３３ ５４３ ５７５ ，５８６�

 ５２７ ，３６５ ９０６ ，２４４ ２４９ ，１３８ ９３３ １ ，６８３ ，６７９�

 ２ ，６６９ ，９６４ ２１５ ，６７４ ２ ，７３０ ，１６８ ５２ ，５１８ ５ ，６６８ ，３２４�

 １１ ，９２８ ，５７８ ７９ ，４７７ １２５ ，１２７ ２４４ １２ ，１３３ ，４２７�

 １５ ，１２５ ，９０７ １ ，２０１ ，３９５ ３ ，１０４ ，４３３ ５３ ，６９５ １９ ，４８５ ，４３０�

農林金融2003・6
５３-４３３



４． 農 林 中 央 金�（貸　　　 方）�

発 行 債 券 �計�定 期 性 �当 座 性 �
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貸 　 　 　 方 �

５． 信 用 農 業 協 同 組�

（注）　１　単位未満切り捨てのため他表と一致しない場合がある。　　２　預金のうち当座性は当座・普通・通知・別段預金。�
３　預金のうち定期性は定期預金。�

（借　　　 方）�
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３　借入金計は信用借入金・共済借入金・経済借入金。�

２００２． ９ ３ ，６３０ ，８４１ ３４ ，６４７ ，１０１ ３８ ，２７７ ，９４２ ２７９ ，８１０ ５ ，７９８ ，３０６�
 １０ ４ ，４１４ ，６７１ ３４ ，５１８ ，１９６ ３８ ，９３２ ，８６７ ３３８ ，１５０ ５ ，７８５ ，３００�
 １１ ４ ，１１８ ，４７０ ３４ ，７８２ ，３６４ ３８ ，９００ ，８３４ ２３９ ，１３０ ５ ，８０７ ，６５１�
 １２ ４ ，１５７ ，１０４ ３４ ，９５９ ，０３０ ３９ ，１１６ ，１３４ １９７ ，４１０ ５ ，８３０ ，８６２�
２００３． １ ３ ，９２３ ，２９３ ３５ ，０５７ ，７５１ ３８ ，９８１ ，０４４ ３４９ ，４００ ５ ，８４１ ，５３６�
 ２ ４ ，２２４ ，２８６ ３４ ，９５４ ，７０５ ３９ ，１７８ ，９９１ １２５ ，７４０ ５ ，８５９ ，８７９�

２００２． ２ ３ ，８０３ ，２００ ３３ ，８３０ ，０８４ ３７ ，６３３ ，２８４ ２０６ ，６１０ ６ ，０５９ ，５５５�
 

２００２． ９ ８８ ，５３７ １ ，０５５ ，１４７ ２３ ，５２０ ，４８０ ８ ，４７０ ，５１２ ２９ ，０９２ １０１ ，９００ ４ ，１７１ ，０６１�
 １０ １２０ ，３７４ １ ，０６７ ，２６８ ２５ ，２１８ ，５８９ ８ ，４０７ ，２１９ ４４ ，４９１ ３７７ ，４００ ３ ，７２４ ，１４３�
 １１ １６４ ，２５０ ９３７ ，２３７ ２６ ，６９５ ，１１３ ９ ，５１８ ，０２５ ６７ ，８３４ １５０ ，８００ ２ ，８１５ ，６８８�
 １２ １６９ ，８５７ ９５８ ，７５９ ２６ ，８０４ ，１４９ ９ ，５６７ ，８７３ ６８ ，９６５ ７０ ，２００ １ ，９８９ ，９０５�
２００３． １ ８８ ，０８５ ９４３ ，９４７ ２８ ，０２８ ，１１１ １０ ，３０７ ，０５１ ７２ ，８０５ ７６ ，０００ １ ，２８６ ，２３９�
 ２ １０３ ，７４８ ９８０ ，７５９ ２７ ，８６３ ，６５９ １０ ，０８６ ，０８４ ４９ ，４４０ ５２５ ，２００ １ ，２０１ ，３９５�

２００２． ２ １０７ ，５８８ １ ，５２８ ，５５４ ２２ ，９０８ ，００６ ８ ，５５３ ，９２１ ８１ ，７１３ -  １０ ，０３０ ，８５４ 

�

２００２． １０ ５１ ，１０３ ，８３０ ４９ ，３８５ ，１１６ １７６ ，１５０ ４３ ，７５３ １ ，０４４ ，１０７�
 １１ ５１ ，０７７ ，８２２ ４９ ，３６７ ，９９０ １９７ ，７７０ ４３ ，７４６ １ ，０４４ ，２５８�
 １２ ５１ ，８５４ ，２７４ ４９ ，８１４ ，７２５ １４８ ，４９０ ４３ ，７７０ １ ，０４４ ，２５８�
２００３． １ ５１ ，３７３ ，９２７ ４９ ，６５７ ，３２６ １５０ ，９５０ ４３ ，５８９ １ ，０４４ ，２５９�
 ２ ５１ ，４８６ ，０２５ ４９ ，６９５ ，３８５ １６４ ，５６０ ４３ ，５８７ １ ，０４４ ，２６７�
 ３ ５０ ，１８１ ，７１１ ４８ ，５８６ ，９８８ １４５ ，５３０ ４１ ，８６９ １ ，０３９ ，９０６�

２００２． ３ ５０ ，３２２ ，０４７ ４８ ，６４５ ，２７６ １５０ ，９９０ ２７ ，５３５ １ ，０１９ ，９１０�

２００２． ９ １９ ，８９２ ，７０１ ５３ ，９８０ ，２３２ ７３ ，８７２ ，９３３ ７５７ ，６７０ ５８３ ，１８７�
 １０ ２０ ，４２４ ，７２９ ５３ ，７８２ ，３７０ ７４ ，２０７ ，０９９ ７４１ ，３７３ ５６６ ，３９４�
 １１ ２０ ，３６９ ，７７１ ５３ ，８５０ ，４５２ ７４ ，２２０ ，２２３ ７２１ ，９０２ ５４９ ，１６１�
 １２ ２０ ，８１０ ，６８２ ５４ ，３７０ ，４８１ ７５ ，１８１ ，１６３ ６８５ ，５６０ ５１９ ，９８２�
２００３． １ ２０ ，１９３ ，００３ ５４ ，３１１ ，６１２ ７４ ，５０４ ，６１５ ６８３ ，１８３ ５１９ ，６３７�
 ２ ２０ ，６１６ ，７７２ ５４ ，１３６ ，５３４ ７４ ，７５３ ，３０６ ６５１ ，３８４ ４８７ ，８９７�

２００２． ２ １７ ，８１０ ，４５２ ５６ ，２４３ ，３２６ ７４ ，０５３ ，７７８ ７５３ ，８３４ ５７４ ，８３９�
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有 価 証 券 � 計�コールローン� 金銭の信託�
機関貸付金�

現 金 �計 � う ち 系 統 �

預 け 金 �

庫 主 要 勘 定 �

合 連 合 会 主 要 勘 定 �

貸 方 合 計 �

借 方 合 計 �そ の 他 �食 糧 代 金 �
概 算 払 金 �

コ ー ル �
�ロ ー ン �計�割 引 手 形 �当 座 貸 越 �証 書 貸 付 �

貸 　 　 出 　 　 金 �

そ の 他 �資 本 金 �食糧代金受託金・�
受 託 金 �コ ー ル マ ネ ー �

計� 公庫貸付金�計 � う ち 国 債 �現 金 �計 � う ち 系 統 �

預� 有価証券・金銭の信託�

合 主 要 勘 定 �

貸 出 金 �
借 　 　 　 方 �

組 合 数 �

貸 出 金 �
借 　 　 　 方 �

う ち 金 融 �

う ち 農 林 �
け� 金� 報 告

（単位  百万円）�

（単位  百万円）�

６１１ ，６２４ １ ，６６７ ，７５２ １ ，１２４ ，９９９ ６ ，１９０ ，４５５ ５３ ，９５０ ，８８８�
３０５ ，３５８ ２ ，０３２ ，５４４ １ ，１２４ ，９９９ ７ ，５２６ ，７４５ ５６ ，０４５ ，９６３�
３７７ ，８７８ １ ，９５５ ，７７３ １ ，２２４ ，９９９ ７ ，７５１ ，７６５ ５６ ，２５８ ，０３０�
２３８ ，９３９ ２ ，２６７ ，２５８ １ ，２２４ ，９９９ ７ ，５３９ ，１７４ ５６ ，４１４ ，７７６�
３９１ ，９９８ １ ，５５６ ，１４５ １ ，２２４ ，９９９ ７ ，４２６ ，３６７ ５５ ，７７１ ，４８９�
３６７ ，０４７ １ ，５８４ ，０５９ １ ，２２４ ，９９９ ７ ，７６２ ，６１２ ５６ ，１０３ ，３２７�

７４４ ，３８７ １ ，６６１ ，７４６ １ ，１２４ ，９９９ ５ ，８５３ ，６８３ ５３ ，２８４ ，２６４�

�

１５ ，０３５ ，２７２ ３ ，０６９ ，２６９ ６２ ，４１６ ２２ ，３３８ ，０２０ ５１７ ，４３７ -  ６ ，３００ ，２７５ ５３ ，９５０ ，８８８�
１５ ，３４９ ，１４３ ３ ，０８６ ，２０１ ６０ ，０１６ ２２ ，２１９ ，５０５ ４６９ ，７９４ -  ６ ，５２８ ，５４２ ５６ ，０４５ ，９６３�
１５ ，４３２ ，８７０ ３ ，１２４ ，３６６ ６４ ，８１４ ２１ ，４３７ ，７４０ ６２１ ，５５６ -  ６ ，１８３ ，５００ ５６ ，２５８ ，０３０�
１５ ，２２４ ，５２４ ３ ，１８１ ，４８１ ６３ ，８０６ ２０ ，４５９ ，７１８ ４９５ ，５２５ -  ７ ，３８７ ，６０３ ５６ ，４１４ ，７７６�
１５ ，３４５ ，７６８ ３ ，１９１ ，９３８ ５４ ，８８８ １９ ，８７８ ，８３４ ５６８ ，４２４ -  ６ ，１１５ ，２８３ ５５ ，７７１ ，４８９�
１５ ，１２５ ，９０７ ３ ，１０４ ，４３３ ５３ ，６９４ １９ ，４８５ ，４３０ ４３１ ，５１７ -  ６ ，６６３ ，５７４ ５６ ，１０３ ，３２７�

１１ ，４９７ ，５９４ ３ ，２９３ ，２５３ ６９ ，０４５ ２４ ，８９０ ，７４８ ３２８ ，２４５ -  ３ ，４３９ ，４０９ ５３ ，２８４ ，２６４ �

�

 ４９ ，３５５ ３４ ，０３９ ，７１３ ３３ ，９５４ ，７４９ １０ ，０００ ３６６ ，９４１ １２ ，６３４ ，１８６ ５ ，５５５ ，４４５ ６９３ ，３９１�
 ４９ ，９９７ ３３ ，９９８ ，２９０ ３３ ，９２２ ，９６０ ０ ３６４ ，７４１ １２ ，６８３ ，５７４ ５ ，５２１ ，２１３ ６９５ ，９８０�
 １１０ ，２１１ ３４ ，５６８ ，６６５ ３４ ，４７７ ，０８２ ０ ３６３ ，８８２ １２ ，７７６ ，９２１ ５ ，５６７ ，０００ ６９９ ，５９１�
 ５２ ，６６３ ３３ ，８６９ ，７８７ ３３ ，７９７ ，４８４ ０ ３６４ ，２８３ １３ ，１１３ ，４５５ ５ ，５３８ ，７９４ ７０１ ，０００�
 ５１ ，０２８ ３３ ，９８９ ，４１８ ３３ ，９１４ ，３５０ ０ ３５４ ，５７１ １３ ，２０５ ，４１９ ５ ，４７５ ，３０４ ７０２ ，７２８�
 ５８ ，９６０ ３２ ，７２７ ，７２３ ３２ ，６３５ ，９０１ １０ ，０００ ２７７ ，０１９ １３ ，４８０ ，５８８ ５ ，４１５ ，９２６ ７０４ ，１４８�

 ５８ ，７５１ ３２ ，６２６ ，５８９ ３２ ，５０７ ，０７３ ０ ２７４ ，６０９ １３ ，１９６ ，９１９ ５ ，３５３ ，６３０ ５０２ ，２３０�

３５９ ，５５３ ５０ ，０４１ ，７９０ ４９ ，７７１ ，９０５ ３ ，８２３ ，７３５ １ ，１６３ ，２２２ ２１ ，５５５ ，２０６ ４００ ，２４４ １ ，０４７�
３３９ ，５２３ ５０ ，４２３ ，０４２ ５０ ，１８５ ，９４８ ３ ，７３５ ，２２７ １ ，１０４ ，３９５ ２１ ，４９７ ，１５９ ４０１ ，３８６ １ ，０３９�
３４５ ，２４２ ５０ ，３８６ ，８５０ ５０ ，１４４ ，４７７ ３ ，７１２ ，２５６ １ ，１０５ ，８３５ ２１ ，４７２ ，６１０ ３９４ ，８２２ １ ，０３９�
４１７ ，６５２ ５１ ，２９２ ，４０７ ５１ ，００５ ，０１５ ３ ，６５３ ，７７３ １ ，０７５ ，０２９ ２１ ，３４８ ，７８５ ３８３ ，８２１ １ ，０３８�
３５１ ，２１３ ５０ ，７８９ ，９７５ ５０ ，５６２ ，９００ ３ ，６６４ ，９５２ １ ，０９２ ，３０５ ２１ ，２６３ ，９９０ ３８１ ，４４０ １ ，０２２�
３４９ ，４０５ ５０ ，９３８ ，３２３ ５０ ，７１１ ，８５８ ３ ，６７３ ，６６５ １ ，１１１ ，８５９ ２１ ，３４３ ，７３９ ３７２ ，３７６ ９９８�
�
３４０ ，５００ ４９ ，３４７ ，５１２ ４９ ，１０２ ，９３３ ４ ，２４４ ，５１０ １ ，４７３ ，０４７ ２１ ，６０９ ，５６６ ４０５ ，９６４ １ ，１２４�
�
�

（単位  百万円）�
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（注） 貯金のうち定期性は定期貯金・定期積金。�

（注）　１ 　水加工協を含む。  ２　 貯金のうち定期性は定期貯金・定期積金。�
３　 借入金計は信用借入金・共済借入金・経済借入金。�

７．信用漁業協同組合連合会主要勘定�

８．漁 業 協 同 組 合 主 要 勘 定�

借 　 方 �貸 　 方 �

現 　 金 �
有 価 �
証 券 �

預 け 金 �
借 用 金 �出 資 金 �

貯 金 �年 月 末 �

計� うち定期性�
貸 出 金 �

うち系統�

借 　 方 �貸 　 方 �

現 金 �
有 価 �

預 け 金 �借 入 金 �年 月 末 �

計� 計� うち信用�
借 入 金 �

貸 出 金 �

計� 計�うち系統� うち農林�
公庫資金�

報　告�

組合数�
貯 　 金 �

払込済�
出資金�

計�

証 券 �
うち定期性�

（単位  百万円）�

（単位  百万円）�

２００２． １２ ２ ，３０７ ，６７４ １ ，７６３ ，５９３ ５９ ，０７４ ６０ ，３８１ １２ ，４８１ １ ，４０３ ，２１８ １ ，３５２ ，４７０ １８０ ，７２９ ７９１ ，８４４�
２００３． １ ２ ，２７０ ，０４４ １ ，７５３ ，５９７ ５７ ，７００ ６０ ，４４２ １２ ，６５１ １ ，３７５ ，３５３ １ ，３４０ ，９６７ １７８ ，２８９ ７８１ ，５７８�
 ２ ２ ，２６７ ，９１９ １ ，７４４ ，４１２ ５７ ，２１３ ６０ ，５０８ １２ ，３３０ １ ，３７８ ，４２６ １ ，３４４ ，４４４ １７４ ，４６１ ７８０ ，２０１�
 ３ ２ ，３０１ ，４５７ １ ，７３７ ，９２６ ５３ ，７６６ ６２ ，４９１ １５ ，２４０ １ ，４１１ ，５００ １ ，３４９ ，７６１ １７４ ，０４８ ７８５ ，５９１�

２００２． ３ ２ ，３６５ ，９４３ １ ，８１７ ，３８７ ４０ ，９１８ ５８ ，７８１ １３ ，８８８ １ ，４３７ ，８３５ １ ，３８２ ，６６８ ２１２ ，７２９ ８０３ ，４２０ 

�

２００２． １０ １ ，２４０ ，４１７ ７８０ ，４７１ ３４０ ，８３５ ２６１ ，２６６ １４５ ，５１４ ９ ，２２２ １ ，０９７ ，０８１ １ ，０５８ ，６３８ １９ ，１３９ ４３６ ，６０４ １８ ，５９３ ５２６�
 １１ １ ，２０２ ，７７１ ７５０ ，２８２ ３３２ ，５４６ ２５３ ，３９９ １４５ ，１５０ ８ ，７６６ １ ，０６２ ，４５０ １ ，０２７ ，８９７ １８ ，６９８ ４２９ ，１２２ ２０ ，１６１ ５１６�
 １２ １ ，２２０ ，８９６ ７４４ ，９６５ ３２５ ，４１５ ２４５ ，９４２ １４４ ，４４４ ８ ，２４８ １ ，０８０ ，８９４ １ ，０３５ ，２３０ １８ ，７３５ ４１８ ，６３２ １７ ，８７８ ５０６�
２００３． １ １ ，１７３ ，５８０ ７３４ ，９５４ ３２２ ，４６１ ２４３ ，４９０ １４４ ，３５０ ８ ，３００ １ ，０４４ ，９９２ １ ，０１３ ，５２７ １８ ，６５３ ４１２ ，１８２ １７ ，１９５ ５０３�

２００２． １ １ ，３０３ ，５７２ ８５５ ，５２５ ３９４ ，１２４ ２８６ ，０７１ １５５ ，６７２ ８ ，３０９ １ ，１７５ ，７６７ １ ，１２６ ，８２３ ２０ ，４７１ ４６６ ，３５８ ２１ ，６３３ ６７３�

�

�
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９．金 融 機 関 別 預 貯 金 残 高�

農 　 協 �信 農 連 �都市銀行� 地方銀行� 第二地方銀行� 信用金庫� 信用組合� 郵 便 局 �

（注）　１　農協，信農連は農林中央金庫，郵便局は郵政公社，その他は日銀資料（ホームページ等）による。なお信用組合の速報値（P）は全信組中央�
協会調べ。�

２　都銀，地銀，第二地銀および信金にはオフショア勘定を含む。�
３　都銀，地銀および第二地銀の速報値（P）は全銀協資料（ホームページ），信金の速報値（P）はしんきん中金資料（ホームページ）による。�
４　都銀，地銀および第二地銀の速報値（P）はオフショア勘定を含まない。そのため，前年比増減率（P）はオフショア勘定を含むもの（前年）
と含まないもの（速報値）の比較となっている。�

�
�

残�

高�

前

年

同

月

比

増

減

率

�

（単位  億円，％）�

２０００． ３ ７０２ ，５５６ ４８０ ，７４０ ２ ，０９０ ，９７５ １ ，７４２ ，９６１ ５９８ ，６９６ １ ，０２０ ，３５９ １９１ ，９６６ ２ ，５９９ ，７０２�

２００１． ３ ７２０ ，９４５ ４９１ ，５８０ ２ ，１０２ ，８２０ １ ，７８５ ，７４２ ５６７ ，９７６ １ ，０３７ ，９１９ １８０ ，５８８ ２ ，４９９ ，３３６�

２００２． ３ ７３５ ，３７４ ５０３ ，２２０ ２ ，３０８ ，９１９ １ ，８１３ ，８４８ ５５９ ，８９５ １ ，０２８ ，１９６ １５３ ，５４１ ２ ，３９３ ，４１８�

 �

２００２． ３ ７３５ ，３７４ ５０３ ，２２０ ２ ，３０８ ，９１９ １ ，８１３ ，８４８ ５５９ ，８９５ １ ，０２８ ，１９６ １５３ ，５４１ ２ ，３９３ ，４１８�

 ４ ７３７ ，３９３ ５０８ ，８７０ ２ ，５３６ ，６６０ １ ，８０７ ，２５９ ５５６ ，８２６ １ ，０３０ ，５０９ １５３ ，１４７ ２ ，３９５ ，３１４�

 ５ ７３６ ，４３７ ５０７ ，９７２ ２ ，３８５ ，３６５ １ ，８０１ ，７８９ ５５３ ，７１０ １ ，０２４ ，４５１ １５１ ，９４２ ２ ，３８２ ，９２７�

 ６ ７４５ ，１９４ ５１７ ，５５３ ２ ，３３３ ，０１５ １ ，８２９ ，０５５ ５６１ ，７４４ １ ，０３５ ，２８１ １５１ ，９８３ ２ ，３９２ ，２９８�

 ７ ７４１ ，７４９ ５１５ ，２２５ ２ ，３２４ ，７４１ １ ，７９３ ，２０１ ５５４ ，９１８ １ ，０２７ ，８２２ １４９ ，６２２ ２ ，３８１ ，０１８�

 ８ ７４３ ，０９３ ５１５ ，４５６ ２ ，２９８ ，４０３ １ ，７９４ ，２０２ ５５８ ，２５２ １ ，０３２ ，２１０ １４９ ，５７１ ２ ，３７９ ，５５０�

 ９ ７３８ ，７２９ ５１２ ，７０２ ２ ，３０３ ，６８２ １ ，７９０ ，９４０ ５６３ ，８８８ １ ，０３１ ，１４１ １４８ ，８４８ ２ ，３６４ ，７７６�

 １０ ７４２ ，０７１ ５１１ ，０３８ ２ ，２８８ ，５１９ １ ，７６６ ，１２１ ５５５ ，９３７ １ ，０２７ ，３４７ １４８ ，２１６ ２ ，３６４ ，４７９�

 １１ ７４２ ，２０２ ５１０ ，７７８ ２ ，３３０ ，４７８ １ ，７８７ ，６１２ ５６１ ，３８１ １ ，０３０ ，６６１ １４８ ，３０５ ２ ，３５０ ，８３３�

 １２ ７５１ ，８１２ ５１８ ，５４３ ２ ，２９２ ，９５４ １ ，８０６ ，２８７ ５７１ ，５７７ １ ，０４７ ，５０３ １４９ ，８７２ ２ ，３５８ ，１７６�

２００３． １ ７４５ ，０４６ ５１３ ，７３９ ２ ，３０９ ，９１６ １ ，７７０ ，０１３ ５５９ ，２０９ １ ，０３０ ，４８９ １４８ ，１８４ ２ ，３５２ ，３４０�

 ２ ７４７ ，５３３ ５１４ ，８６０ ２ ，３４８ ，５２５ １ ，７７７ ，２６４ ５６０ ，４１０ １ ，０３５ ，０７５ １４８ ，４３７ ２ ，３５０ ，３７０�

 ３ Ｐ　 ７４４ ，２１７ ５０１ ，８１７ Ｐ ２ ，３１３ ，８４２ Ｐ １ ，８０８ ，９４３ Ｐ　 ５６１ ，３２３ Ｐ １ ，０３５ ，３５９ Ｐ　 １４８ ，３９３ ２ ，３３１ ，９２４�

 �

２０００． ３ １．８ ２．４ ０．４ １．６ △５．２ １．５ △５．０ ２．９�

２００１． ３ ２．６ ２．３ ０．６ ２．５ △５．１ １．７ △５．９ △３．９�

２００２． ３ ２．０ ２．４ ９．８ １．６ △１．４ △０．９ △１５．０ △４．２�

 �

２００２． ３ ２．０ ２．４ ９．８ １．６ △１．４ △０．９ △１５．０ △４．２�

 ４ １．６ ３．０ １６．８ ０．０ △２．７ △２．０ △１５．６ △４．０�

 ５ １．６ ２．６ ９．１ ０．６ △２．１ △１．９ △１５．２ △３．６�

 ６ １．２ ２．０ １０．０ １．１ △１．８ △２．１ △１５．６ △３．３�

 ７ １．０ ２．０ １０．１ ０．６ △２．３ △２．３ △１６．１ △２．３�

 ８ １．１ ２．０ ８．９ １．０ △１．３ △１．８ △１５．５ △２．２�

 ９ ０．９ ２．０ ８．３ ０．２ △１．２ △２．１ △１５．２ △２．３�

 １０ １．０ １．２ ７．８ ０．６ △１．２ △２．０ △１４．１ △２．１�

 １１ １．１ １．３ ７．５ ０．８ △０．４ △１．４ △１２．７ △１．８�

 １２ ０．８ １．１ ５．９ ０．６ △０．３ △１．２ △１０．９ △１．９�

２００３． １ ０．８ １．５ ５．４ ０．４ ０．２ △１．１ △９．０ △１．９�

 ２ ０．９ １．５ ５．３ ０．６ ０．５ △０．５ △７．２ △２．２�

 ３ Ｐ　　　   １．２ △０．３ Ｐ　　　   ０．２ Ｐ　　   △０．３ Ｐ　　　   ０．３ Ｐ　　　   ０．７ Ｐ　　   △３．４ △２．６�

�
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１０．金 融 機 関 別 貸 出 金 残 高�

残�

高�

農 　 協 �信 農 連 �都市銀行� 地方銀行� 第二地方銀行� 信用金庫� 信用組合� 郵 便 局 �

（注）　１　表９（注）に同じ。ただし郵便局の確定値は，ホームページによる。�
２　貸出金には金融機関貸付金，コールローンは含まない。�

前

年

同

月

比

増

減

率

�

（単位  億円，％）�

２０００． ３ ２１５ ，５８６ ５４ ，８５０ ２ ，１２８ ，０８８ １ ，３４０ ，５４６ ５０５ ，６７８ ６８７ ，２９２ １４２ ，４３３ ９ ，７８１�

２００１． ３ ２１４ ，９８３ ４８ ，８７９ ２ ，１１４ ，６０２ １ ，３５７ ，０９０ ４６５ ，９３１ ６６２ ，１２４ １３３ ，６１２ ８ ，１９２�

２００２． ３ ２１２ ，５６５ ４８ ，５１４ ２ ，０１１ ，５８１ １ ，３５９ ，４７９ ４４４ ，４３２ ６３９ ，８０８ １１９ ，０８２ ７ ，００６�

 �

２００２． ３ ２１２ ，５６５ ４８ ，５１４ ２ ，０１１ ，５８１ １ ，３５９ ，４７９ ４４４ ，４３２ ６３９ ，８０８ １１９ ，０８２ ７ ，００６�

 ４ ２１０ ，６７０ ４７ ，８３６ ２ ，１４９ ，４０２ １ ，３３４ ，５４４ ４３７ ，５１３ ６２９ ，１８４ １１５ ，７７５ Ｐ　　 ６ ，９２２�

 ５ ２１０ ，７７４ ４７ ，９６１ ２ ，１３１ ，２１６ １ ，３２８ ，４８３ ４３４ ，８４２ ６２５ ，８９７ １１３ ，５９８ Ｐ　　 ７ ，０５４�

 ６ ２１０ ，３１６ ４８ ，４８９ ２ ，１３５ ，８０７ １ ，３３２ ，３６６ ４３５ ，８４０ ６２７ ，３４７ １０４ ，８５７ Ｐ　　 ６ ，７２３�

 ７ ２１０ ，５７５ ４９ ，０４４ ２ ，１２８ ，６９４ １ ，３２７ ，４５１ ４３５ ，００２ ６２５ ，３３８ １０２ ，７１３ Ｐ　　 ６ ，６２１�

 ８ ２１０ ，７８１ ４８ ，５７０ ２ ，１３４ ，５７４ １ ，３３２ ，１９１ ４３６ ，３２０ ６２８ ，２９２ ９８ ，４０６ Ｐ　　 ６ ，５７０�

 ９ ２１０ ，５７３ ４９ ，６９３ ２ ，０７６ ，６９７ １ ，３３６ ，７２１ ４３５ ，０７６ ６２９ ，５４９ ９６ ，５０９ Ｐ　　 ６ ，８６６�

 １０ ２１０ ，０４０ ４８ ，６２０ ２ ，０８６ ，１０９ １ ，３２９ ，２７８ ４３３ ，６３３ ６２６ ，６４０ ９６ ，１２７ Ｐ　　 ６ ，８１８�

 １１ ２０９ ，８６０ ４８ ，２５２ ２ ，１０２ ，６４１ １ ，３３６ ，１８１ ４３５ ，６３２ ６３０ ，２８３ ９６ ，３１９ Ｐ　　 ６ ，９７５�

 １２ ２０８ ，５９４ ４８ ，６７４ ２ ，１０６ ，９３０ １ ，３５４ ，５６９ ４４１ ，８９２ ６３８ ，０８４ ９３ ，０７９ Ｐ　　 ６ ，１８８�

２００３． １ ２０７ ，７５６ ４８ ，３７８ ２ ，０８６ ，１３１ １ ，３４０ ，５１１ ４３５ ，８８３ ６２９ ，１１１ ９２ ，２３８ Ｐ　　 ６ ，２４４�

 ２ ２０８ ，６３９ ４７ ，７２６ ２ ，０６２ ，２９４ １ ，３４１ ，７０７ ４３５ ，０３２ ６２７ ，６５７ ９２ ，１９４ Ｐ　　 ６ ，１９６�

 ３ Ｐ　 ２１０ ，０２２ ４７ ，１１８ Ｐ ２ ，０７７ ，６８３ Ｐ １ ，３５１ ，１２１ Ｐ　 ４３０ ，３６６ Ｐ　 ６０３ ，８７５ Ｐ　   ９２ ，２５０ Ｐ　　 ６ ，３８７�

 �

２０００． ３ ０．５ △９．２ １．７ △３．０ △４．１ △３．５ △７．６ ０．１�

２００１． ３ △０．３ △１０．９ △０．６ １．２ △７．９ △３．７ △６．２ △１６．２�

２００２． ３ △１．１ △０．７ △４．９ ０．２ △４．６ △３．４ △１０．９ △１４．５�

 �

２００２． ３ △１．１ △０．７ △４．９ ０．２ △４．６ △３．４ △１０．９ △１４．５�

 ４ △１．７ △０．９ ３．９ △０．８ △５．０ △４．１ △１２．５ Ｐ　　△１２．９�

 ５ △１．５ △１．０ ４．２ △０．２ △３．３ △３．４ △１２．２ Ｐ　　△１３．２�

 ６ △１．６ △０．０ ３．８ △０．５ △２．１ △３．６ △１８．８ Ｐ　　△１３．０�

 ７ △１．７ ０．１ ４．２ △０．７ △２．２ △３．５ △２０．１ Ｐ　　  △９．０�

 ８ △１．７ △０．７ ４．６ △０．１ △１．４ △２．９ △２３．３ Ｐ　　  △９．８�

 ９ △１．９ △０．４ ０．２ △１．０ △３．０ △３．６ △２４．８ Ｐ　　  △９．０�

 １０ △１．８ △１．０ ２．５ △０．５ △２．２ △３．０ △２４．３ Ｐ　　  △９．４�

 １１ △１．８ △１．７ ３．４ △０．１ △１．８ △２．５ △２２．１ Ｐ　　  △８．９�

 １２ △１．８ △０．８ ２．７ △０．５ △２．１ △２．６ △２４．８ Ｐ　　  △９．２�

２００３． １ △１．６ △１．４ ２．７ △０．４ △１．９ △２．４ △２４．５ Ｐ　　  △８．４�

 ２ △１．３ △２．８ １．８ △０．６ △２．０ △２．１ △２４．１ Ｐ　　  △９．７�

 ３ Ｐ　　  △１．２ △２．９ Ｐ　　     ３．３ Ｐ　　  △０．６ Ｐ　　  △３．２ Ｐ　　  △５．６ Ｐ　　△２２．５ Ｐ　　  △８．８�

�
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